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要旨  

 

 本学位論文は，通所介護事業所の利用者ニーズに有用なソーシャルワーク実践

のための示唆を得ることを目指し，通所介護事業所に従事する生活相談員におけ

るソーシャルワーク実践の実態に関する研究を行ったものである。  

 通所介護事業所は 1979 年に創設され，現在も在宅福祉サービスの一つとして

重要な役割を担っている。通所介護事業所において必置を義務づけられている専

門職の一つに生活相談員があり，先行研究によると，高齢者福祉施設に従事する

生活相談員の中核業務は相談援助業務と連絡調整業務とされている。つまり，通

所介護事業所のソーシャルワーク実践は生活相談員が担っていると考えられる。

しかし，生活相談員は資格要件が多岐にわたり，行うべき業務内容についても「相

談援助等の生活指導」とされ，法律上明記されていない。そのため，生活相談員

の業務内容は事業所によって範囲・質量ともに大きく異なっていると想定される。

また，2015 年度介護報酬改定では，通所介護事業所は地域連携の拠点としての機

能の充実を図ることが明記され，生活相談員の専従要件の緩和が示された。通所

介護事業所の役割変化と生活相談員の専従要件緩和に伴って，通所介護事業所の

生活相談員に求められる役割も，より多様になると考える。そこで本論文では，

通所介護事業所の生活相談員のソーシャルワーク実践の実態と，当該実践の関連

要因について実証的に明らかにした。  

 第 1 章では，わが国の通所介護事業所の歴史の変遷，生活相談員の法的位置づ

けをふまえ，通所介護事業所における生活相談員のソーシャルワーク実践に関す

る研究動向を文献検討により整理した。生活相談員の業務はソーシャルワーク実

践以外の業務も多く，多岐にわたっていることが示された。しかし，生活相談員

が期待されているソーシャルワーク実践についてはほとんど調査されておらず，

今後検討の必要性があることが示唆された。  

 第 2 章では，新たに生活相談員のソーシャルワーク実践を構成する調査項目を

作成した。先行研究等を参考に 34 項目を作成し，削除すべき項目の選定を行った

結果， 26 項目のソーシャルワーク実践を構成する項目が抽出された。  



 第 3 章では，通所介護事業所に勤務する生活相談員のソーシャルワーク実践の

実態を明らかにした。本研究では，生活相談員のソーシャルワーク実践に関する

特徴と課題を明らかにするため，潜在クラス分析を用いて類型化を行った。結果，

最もソーシャルワーク実践を行っている【クラス 1】，相談援助，連絡・調整に関

する項目の応答確率は高値であったが，実習生やボランティアの受け入れについ

て，地域ケア会議への出席などの項目は低値であった【クラス 2】，全般にソーシ

ャルワーク実践の実践度が低い【クラス 3】，ソーシャルワークに関する項目の応

答確率は高値であったが，その中でも終末期援助に関する項目のみが低値であっ

た【クラス 4】の 4 つのクラスが確認された。また，【クラス１】の特徴を有して

いた生活相談員は全体の 25.2％であり，残りの 70％以上は何らかの課題を抱えて

いることが示唆された。  

 第 4 章では，通所介護事業所の生活相談員のソーシャルワークの実践状況と関

連する要因について明らかにするため，探索的因子分析を行い，ソーシャルワー

クの実践状況を構成する因子を検討した。さらに，前段階で因子構造が支持され

たソーシャルワークの実践状況を従属変数，「性別」などの個人属性と「運営主体」

などの法人属性を独立変数とした多重指標多重原因モデルを設定し，構造方程式

モデリングにより各変数間の関連性を検討した。その結果，ソーシャルワーク実

践は，第 1 因子の【相談業務】，第 2 因子の【通所介護計画書の作成と説明】，第

3 因子の【ボランティア等の受け入れ調整】，第 4 因子の【ケース・コーズアドボ

カシー】，第 5 因子の【事業所外への会議の出席】，第 6 因子の【終末期ケアの要

望確認】，第 7 因子の【利用者に関する記録の記述】の全 7 因子から構成され，

【通所介護計画書の作成と説明】以外の 6 因子は性別，年齢，生活相談員として

の経験月数，介護職員との兼務の有無，役職，勤務事業所の利用定員，生活相談

員数，運営主体との関連が確認された。  

 第 5 章では，以上の結果を踏まえて本論文の結論を述べた。生活相談員のソー

シャルワーク実践をより活発化するためには，ソーシャルワーク実践の特徴を評

価し，ソーシャルワーク実践に関連する要因を明らかにすることが重要であるこ

とが示された。そのうえで，インタビュー調査等を通してより詳細なソーシャル



ワークの実践内容を明らかにすることや，設置主体に関わらず多くの生活相談員

が加入できる職能団体を拡充し，通所介護事業所同士の横の連携を図ることで事

業所の枠を越えたスーパービジョンの機会を設け，その中で生活相談員のソーシ

ャルワーク実践に焦点化した研修を実施していくことの必要性を提示した。  
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第 1 章  序論 

 

第 1 節  研究の背景  

 

1．通所介護事業所に関する歴史的背景  

わが国は 1970（昭和 45）年，老年人口比率が 7％に達し日本は高齢化社会とな

った。高齢者介護の必要性は増し，市町村を実施主体とした国の補助事業として，

1969（昭和 44）年日常生活用具給付，1978（昭和 53）年にはショートステイ事業，

1979（昭和 54）年にはデイサービス事業が創設された。なかでもデイサービス事

業は，在宅から施設までの連続的な福祉処遇，障害老人をかかえる家族の負担軽

減を目的としていた（日本デイケア学会 2007）。当時のデイサービス事業は，特

別養護老人ホームまたは養護老人ホームに併設され実施していたが， 1982（昭和

57）年より単独設置が可能となり（日本デイケア学会 2007）， 1986（昭和 61）年

度には通所サービス事業と訪問サービス事業を統合し，在宅老人デイサービス事

業となった。  

1989（平成元）年には高齢者保健福祉推進十か年戦略（以下，ゴールドプラン）

が策定され，在宅福祉政策や施設福祉対策など，高齢者の保健福祉基盤の計画的

な整備目標が設定された。デイサービスセンターは 1 万か所の目標値が示され，

全市町村に普及させることとなった。当時のデイサービスの事業内容は，利用者

の身体状況により A 型（重介護型），B 型（現行型），C 型（軽介護型）の 3 種類

に分けられており（福祉士養成講座編集委員会 1992），いずれも利用定員は 1 日

当たりおおむね 15 人以上であった（日本デイケア学会 2007）。 1990（平成 2）年

には，老人福祉法の改正が行われ，デイサービス，ショートステイなどの在宅福

祉サービスが，老人福祉法における措置の対象として位置づけられた。また，1991

（平成 3）年度には，単独型加算が創設され，1992（平成 4）年度には，従来の 2

分の 1 程度の利用定員で設定された D 型（小規模型），痴呆性老人（当時）を対

象とした E型（痴呆性老人向け毎日通所型）が追加された（日本デイケア学会 2007）。

その後ゴールドプランは後半 5 年間の見直しを目的に， 1994（平成 6）年に新ゴ
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ールドプランが策定され，デイサービス・デイケアの整備目標が 1.7 万か所へ引

き上げられた。新ゴールドプランではその基本理念として「利用者本位・自立支

援」「普遍主義」「総合的サービスの提供」「地域主義」の 4 点が示され，施策目標

として高齢者介護サービス基盤の総合的整備と介護地盤整備のための支援施策の

総合実施が掲げられた。上記の施策目標においてデイサービスセンターの設置要

件は緩和され，小規模デイサービスセンター等の設置を促進することや痴呆性老

人専門デイサービス・デイケア施設の整備を推進するなどといったデイサービス

に関する事項も含まれていた。また，厚生省は日帰り介護等の在宅福祉サービス

を提供する民間事業者が複数存在することは，利用者の利便性を高め，在宅福祉

サービスの効率的な実施につながるとし， 1997（平成 9）年「民間事業者による

日帰り介護（デイサービス）事業指針及び短期入所生活介護（ショートステイ）

事業指針について」という事業指針を発表した。これにより，この事業指針の内

容を満たす民間事業者に対し，市町村の業務委託が可能となったのである（郭

2019）。 

介護ニーズのますます増大や核家族化の進行，介護する家族の高齢化など，要

介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況の変化等の社会的背景を受け，2000 年

には高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みである介護保険制度が施行された。

介護保険制度の基本的な考え方は，「自立支援」，「利用者本位」，「社会保険方式」

であり，デイサービスは「通所介護」として在宅サービスのひとつとして位置付

けられた。通所介護は，介護保険法施行規則第 10 条において「要介護または要支

援者が老人デイサービスセンター等に通い，入浴・食事の提供と介護，生活等に

ついての相談・助言・健康状態の確認等の日常生活の世話や機能訓練の提供など

のサービスを受けることを通じて，利用者の心身機能の維持とともに，社会的孤

立感の解消や家族の身体的・精神的負担の軽減を目的とするサービス」となった。 

介護保険制度施行から 5 年が経過し，2005（平成 17）年に介護保険制度の改正

が行われた。主な内容は，予防重視型システムへの転換，地域包括支援センター

等の新たなサービス体系の確立，サービスの質の確保・向上などであった。 

2009（平成 21）年度の介護報酬改定では，「介護従事者の人材確保・処遇改善」，
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「医療との連携や認知症ケアの充実」，「効率的なサービスの提供や新たなサービ

スの検証」の 3 点を基本的な視点として行われた。通所介護事業所においても，

中山間地域等における地域加算が新設され，立地的に経営効率を図りにくい事業

所に対して一定の配慮がなされ（シナジーワーク・プランニングセンターほか 

2009），地域区分ごとに介護報酬単価の見直しが行われた。 2012（平成 24）年度

の介護報酬改定では，在宅福祉サービスの充実と施設の重点化，自立支援型サー

ビスの強化と重点化，医療と介護の連携・機能分担，介護人材の確保とサービス

の質の向上が掲げられ，通所介護事業所においても従来の個別機能訓練加算を再

編し，利用者個別の心身の状況を重視した機能訓練（生活機能向上を目的とした

訓練）を適切な体制で実施した場合を評価する「個別機能訓練加算（Ⅱ）」が新設

された。また，家族介護者への支援（レスパイト）を促進する観点より，延長加

算を 12 時間まで認め，介護予防通所介護では選択的サービス（運動器機能向上サ

ービス，栄養改善サービス，口腔機能向上サービス）のうち，複数のプログラム

を組み合わせて実施した場合の評価の創設，アクティビティ実施加算を見直し利

用者の生活機能の向上を目的に日常生活に直結したプログラムをグループで実施

した場合を評価する「生活機能向上グループ活動加算」が創設された。さらに，

人員配置基準の弾力化により生活相談員の配置基準が変更されることとなった。

この配置基準の変更により，これまでのサービス提供時間を通じて生活相談員 1

人以上という基準から，サービス提供時間を通じて常勤換算方式において生活相

談員 1 人以上となったのである（大田区通所介護事業者連絡会 2012）。また，生

活相談員の配置時間については「平成 24 年度介護報酬改定に関する Q＆A（厚生

労働省）」において，通所介護事業所の生活相談員がサービス担当者会議に出席す

るための時間については，確保すべき勤務延時間数に含めて差し支えないと示さ

れた。 

2015（平成 27）年度の介護報酬改定では，地域包括ケアシステムの構築に向け

た取り組みを進めるため，「中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる

強化」，「介護人材確保対策の推進」，「サービス評価の適正化と効率的なサービス

提供体制の構築」の 3 点が示された。通所介護事業所では，認知症高齢者の日常
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生活自立度Ⅲ以上に該当する人を積極的に受け入れるための体制や，要介護 3 以

上の高齢者を積極的に受け入れる体制を整えている事業所を評価することとなり，

中重度者ケア体制加算や認知症加算が新設された。また，介護福祉士の配置が一

層促進されるよう，介護福祉士の配置割合を評価するためサービス提供体制強化

加算が拡大され，さらに，看護職員の配置基準の緩和や生活相談員の専従要件の

緩和が示された。この専従要件の緩和に伴い，生活相談員の確保すべき勤務延時

間数には「サービス担当者会議や地域ケア会議に出席するための時間」「利用者宅

を訪問し，生活の状況を確認した上で，利用者の家族も含めた相談・援助のため

の時間」「地域の町内会，自治会，ボランティア団体等と連携し，利用者の生活支

援を担うなど社会資源の発掘，活用のための時間」などが含まれることとなった

（大田区通所介護事業者連絡会 2015）。 

 

2．通所介護事業所における生活相談員の法的な位置づけ  

「指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準」第九三条に

よると，通所介護事業所には生活相談員，看護師又は准看護師，介護職員，機能

訓練指導員が配置されており，生活相談員は必置を義務付けられている。生活相

談員の資格要件は社会福祉法第 19 条第 1 項各号のいずれかに該当する者又はこ

れと「同等以上の能力を有すると認められる者」とされており，この「同等以上

の能力を有すると認められる者」として，社会福祉士，精神保健福祉士，社会福

祉主事以外にも介護支援専門員，介護福祉士などさまざまな要件が認められてい

る。また，生活相談員が行うべき業務内容については「相談援助等の生活指導」

とされるにとどまっており法律上明記されていない。そのため，必置を義務付け

られているものの生活相談員の業務内容は事業所によって範囲・質量ともに大き

く異なっていることが想定される。 

 

3．通所介護事業所におけるソーシャルワーク実践の必要性と生活相談員の役割  

 先行研究（西川 2010，東京都社会福祉協議会 2012）によると，高齢者福祉施設

に従事する生活相談員の中核業務は相談援助業務と連絡調整業務であるとされて
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おり，通所介護事業所におけるソーシャルワーク実践は生活相談員が担っている

ことが推測される。しかし，前述のとおり生活相談員の資格要件が多岐にわたる

点や，業務内容が法律上明記されていない点等から遂行すべき業務が不明確で，

「何でも屋」と揶揄されることも少なくないことが指摘されてきた（和気  2006）。 

通所介護事業所は利用者の生活の主体は在宅にあるが，諸サービスは施設内で

提供されるという特性を有しており，生活相談員に求められるソーシャルワーク

実践は在宅と施設の双方に跨っていることが考えられる。そのため，通所介護事

業所で求められるソーシャルワーク実践は，利用者の在宅生活を最後まで途切れ

ることなく支えるため，他事業所・多職種との連携や利用者の生活を支える基盤

となる家族を包括した視点での関わりが求められるといえる。さらに， 2015（平

成 27）年度介護報酬改定では，通所介護事業所は地域連携の拠点としての機能の

充実を図ることが明記された。通所介護事業所は利用者の地域での暮らしを支え

るために医療機関や他の介護事業所などの専門機関のみならず，地域の住民活動

などと連携し，通所介護事業所を利用しない日においても，利用者を支える地域

連携の拠点としての機能を果たすこと（日総研グループ『通所介護＆リハ』企画

チーム編  2015）を目指すものに変化している。この改定に伴って生活相談員の確

保すべき勤務延時間数には，「利用者宅を訪問し，在宅生活の状況を確認した上で，

利用者の家族も含めた相談・援助のための時間」等を含めることが出来ることと

なり専従要件の緩和が示された。通所介護事業所の役割の変化と生活相談員の専

従要件の緩和に伴って，通所介護事業所の生活相談員に求められる役割も，より

広く多様となるものと考える。  

 

第 2 節  通所介護事業所における生活相談員のソーシャルワーク実践に関する研

究動向 

 

1．研究目的  

前節の研究背景を踏まえると，通所介護事業所の生活相談員にはソーシャルワ

ーク実践が期待されていると考えるが，遂行すべき業務内容が不明確であるため
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事業所ごとに業務の範囲や質量，ソーシャルワーク実践の程度にも違いが想定さ

れ，現在通所介護事業所の生活相談員が行っているソーシャルワーク実践の実態

が明らかになっていない。そのため通所介護事業所に勤務する生活相談員のソー

シャルワーク実践に関する研究動向を明らかにし，現研究段階を確認することは，

今後通所介護事業所の生活相談員に求められる役割やソーシャルワーク実践の内

容を検討する一助となるものと考える。そこで，本節では通所介護事業所におけ

る生活相談員のソーシャルワーク実践に関する研究動向と今後の課題を文献検討

により明らかにすることを目的にした。 

 

2．研究方法  

（ 1）分析対象論文の選定方法  

医学中央雑誌 Web（以下，医中誌）及び  CiNii を用いて，「通所介護」or「デイ

サービス」，「生活相談員」 or「ソーシャルワーカー」，「ソーシャルワーク」をキ

ーワードに設定し，論文の検索を行った（ 2017 年 4 月時点）。  

論文の選定においては，介護職員を対象とした論文や事例検討などを除外し，

生活相談員のソーシャルワーク実践に限定した。また，これらのキーワードによ

って得られた論文の著者が執筆している論文も再検索し，その内容が通所介護事

業所の生活相談員に関する論文であった場合には分析対象に含めて内容を精査す

ることとした。  

 

3．研究結果  

データベース検索で抽出した論文は 11 編であった。そのうち設定した組み入

れ基準を満たす論文の総数は 3 編であった。さらに再検索により追加した論文 2

編を加え，最終的には分析対象は 5 編となった（図 1）。 5 編の内容は，生活相談

員のソーシャルワーク実践に関する論文が 3 編，生活相談員のケアワークへの関

与度に関する論文が 1 編，生活相談員の業務内容と困難度に関する論文が 1 編で

あった。 
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4．考察 

 本稿では通所介護事業所の生活相談員のソーシャルワーク実践全般に着目して

いるが，抽出された論文内では「相談援助」と表記されていたため，本考察にお

いては「相談援助」の表記をそのまま使用することとした。 

（ 1）生活相談員の業務内容について  

 合田ら（2015）は，通所介護事業所における生活相談員の業務内容と困難度を

データベース検索結果：11編

データベース検索結果：3編

データベース検索結果：2編

分析対象論文：5編

【除外した論文】 8編
・介護職員に関する文献
・事例検討などの生活相談員業務
・生活相談員の行うソーシャルワーク実践

との関連の低い文献

【追加した論文】 2編
・検索された論文と同一著者による

通所介護事業所の生活相談員に関する
論文

論文の
選定基準

論文の
選定基準

図1．論文の選定基準および方法
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明確にすることを目的に質問紙調査を行い，生活相談員業務の中で頻度が多かっ

た業務は「送迎」「介護業務との兼務」「記録」「介護支援専門員との連携」「利用

者への相談援助」であり，困難度の高い業務は「苦情解決」「会計経理」「地域連

携」「事業計画管理」「研修企画」であったことを報告している。また，西川（ 2013）

は，通所介護事業所に勤務する生活相談員を対象に質問紙調査を行い，生活相談

員業務におけるケアワークの関与度を確認した。結果，利用者へのサービス提供

時間におけるケアワークへの関与率は 7 割以上で，いずれの時間帯においてもケ

アワークに多く従事していたと述べている。通所介護事業所以外の高齢者福祉領

域の生活相談員を対象とした調査では，熊坂ら（ 2009）が特別養護老人ホームの

生活相談員を対象に調査を行った結果，相談援助業務より他の業務の方が多かっ

たことを報告している。また口村（ 2011）は，ショートステイの生活相談員を対

象に調査した結果から，相談員業務に加え他業務に携わることは，施設の相談機

能に支障をきたしかねず，業務量が多い場合は，他職種に現状を伝えた上で，相

談業務に専念する姿勢も必要であることを指摘している。以上の報告より，通所

介護事業所の生活相談員は中核業務であると考えられる相談援助，連絡調整以外

の多くの業務に携わっていると推測できる。また，通所介護事業所だけではなく ,

施設の種別を超えて他の高齢者関連施設においても同様の傾向がみられると推測

する。 

 

（ 2）生活相談員の相談援助業務について  

 抽出された 5 編のうち 3 編については，生活相談員の相談援助業務に関する論

文であった。西川（ 2010）は，通所介護事業所に勤務する生活相談員を対象に生

活相談員の業務内容 20 項目に対して関与度（現在その業務を実践している程度）

と関与意識（本来は関わるべき業務と認識している程度）に回答を求める質問紙

調査を実施している。その結果，20 項目すべてにおいて 8 割以上の人が「積極的

に関わるべき」あるいは「ある程度関わるべき」と回答し，「利用者に関する相談，

対応」等の 19 項目において関与度より関与意識の割合の方が高いことを明らか

にしている。また，西川（ 2012）では，通所介護事業所に勤務する生活相談員の
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相談援助業務に対する理解度が社会福祉士等の相談系資格の有無によって異なっ

ていることを検討した結果，相談系有資格者（社会福祉士，精神保健福祉士： 16

名）と非相談系有資格者（社会福祉士，精神保健福祉士以外：55 名）の業務理解

度の間に有意差は認められなかったと述べている。しかし，業務内容別を確認す

ると「地域との連携」において相談系有資格者が非相談系有資格者に比して理解

度が高かったと報告している（ p＜ 0.05）。さらに口村（2013）は，一通所介護事業

所において生活相談員が関与している実践状況から，生活相談員業務の特徴につ

いて検討することを目的に調査を実施した結果，相談内容は「サービス内容に関

する領域」「利用者の状態に関する領域」「利用方法に関する領域」「リスクマネジ

メントに関する領域」の 4 つに分類できたと述べている。このように，通所介護

事業所の生活相談員が実践する相談援助については研究が進んでいる。  

 

（ 3）通所介護事業所の生活相談員の業務内容の項目について  

西川（ 2010，2012），合田ら（ 2015）の調査は，通所介護事業所に生活相談員の

業務内容全般の項目を作成し質問紙調査という形で実施されていた。生活相談員

の業務内容の項目を作成するにあたり，西川（ 2010）は「高齢者福祉施設生活相

談員業務指針」を基礎にしている。また西川（ 2012）では同じく「高齢者福祉施

設生活相談員業務指針」を基礎に作成し，インタビュー調査を実施し修正版を作

成していた。合田ら（2015）は，通所介護事業所の生活相談員に向けて作成され

ている書籍と高齢者福祉施設の生活相談員の業務内容を分析した先行研究を参考

にして作成している。これらは，通所介護事業所の生活相談員業務に関する調査

が僅少であった時期に，近接領域である特別養護老人ホーム等の高齢者福祉施設

の生活相談員業務を参考に，通所介護事業所の生活相談員業務全般を網羅するよ

う作成されたものと考える。つまり，通所介護事業所の生活相談員のソーシャル

ワーク実践に着目した調査項目に必ずしもなっていない可能性があり，生活相談

員のソーシャルワーク実践の実態を把握することが可能な調査票の作成が求めら

れる。また，第 1 節で述べた通り，通所介護事業所の生活相談員の求められる役

割は時代とともに変化してきていると考えられる。上記の調査が実施された時期
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（西川 2010 2012，合田ら 2015）を鑑みると，マクロレベルのソーシャルワーク

実践について問う質問項目の追加が新たに必要であるといえる。  

 

5．本節の小括 

 以上，先行研究を精査した結果，通所介護事業所に勤務する生活相談員の業務

はソーシャルワーク実践以外の業務も多く，多岐にわたっていることが明らかに

なってきた。しかし，生活相談員が通所介護事業所において期待されているソー

シャルワーク実践についてはほとんど調査されておらず，今後検討の必要性があ

ると考えられる。また，調査対象地域が単市に限定されており今後は調査対象地

域を拡大し結果を一般化することが必要である。さらに，生活相談員の業務内容

に関するアンケート調査項目は 2015（平成 27 年）度介護報酬改定以前に作成さ

れており，時代とともに生活相談員へ求められる役割が変化してきている点を考

慮するならば，マクロレベルのソーシャルワーク実践項目には検討の余地が十分

あるものと考える。  

 

第 3 節  本研究の目的と研究の枠組み  

 

1．研究目的  

 以上の先行研究の精査で明らかになった研究課題を踏まえ，本研究では通所介

護事業所の利用者ニーズに有用なソーシャルワーク実践のための示唆を得ること

を目指し，通所介護事業所に従事する生活相談員におけるソーシャルワーク実践

の実態を明らかにするとともに，ソーシャルワーク実践に関連する要因について

明らかにすることを目的とした。本研究の概念的枠組みは図の通りである。  

 

2．本論文の構成  

（ 1）目的 1 （第 2 章）  

通所介護事業所に従事する  

生活相談員のソーシャルワー  

10 
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実践状況を表す項目について検討する。  

 

（ 2）目的 2（第 3 章）  

 通所介護事業所の生活相談員  

を対象にソーシャルワーク実践  

の実態を明らかにすること。  

 

（ 3）目的 3（第 4 章）  

通所介護事業所の生活相談員  

を対象にソーシャルワークの  

実践状況とその関連要因を  

探索すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソーシャルワークの
実践状況

潜在クラス

潜在クラス

潜在クラス

潜在クラス

生活相談員の
ソーシャルワーク実践の類型化

潜在クラスの推定要因の探索

推定要因

推定要因

推定要因

推定要因

※太枠が研究目的である．

ソーシャルワークの
実践状況

潜在クラス

潜在クラス

潜在クラス

潜在クラス

生活相談員の
ソーシャルワーク実践の類型化

潜在クラスの推定要因の探索

推定要因

推定要因

推定要因

推定要因

※太枠が研究目的である．
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第 2 章  通所介護事業所に勤務する生活相談員のソーシャルワーク実践状況を  

表す項目の選定 

 

第 1 節  研究目的  

 

 第 1 章で述べた通り ,先行研究で作成されている生活相談員の業務内容に関す

るアンケート調査項目が 2015（平成 27 年）度介護報酬改定以前に作成されてい

る点，生活相談員業務の中でもソーシャルワーク実践に焦点化した研究がほとん

どない点を考慮した結果，新たに生活相談員のソーシャルワーク実践を構成する

調査項目を作成することとした。  

 

第 2 節  研究方法 

 

1．調査対象と調査方法  

調査対象者は四国 4 県内（香川県，徳島県，愛媛県，高知県）で運営されてい

る通所介護事業所全 1,557 事業所（WAM NET： 2017 年 10 月時点）に勤務する生

活相談員である。各事業所の管理者宛に調査の目的等を記した依頼書と調査票を

郵送し，各事業所 1 名の生活相談員の回答を求めた。調査票は無記名自記式とし，

記入済みの調査票は返信用封筒に回答者自らが厳封の上，投函し回収を行った。

調査期間は， 2016 年 12 月～ 2017 年 1 月までの 2 か月間とした。  

 

2．調査内容  

まず，ソーシャルワークの理論的根拠を担保するために Pincus ら（ 1973）が提

唱したソーシャルワークの 7 つの機能，岡村（ 1983）が示した 5 つの機能を参考

に，通所介護事業所の生活相談員業務に関する先行研究（西川 2010 2012，合田ら

2015）で使用されている調査項目の再検討を行った。次に，デイサービス生活相

談員業務必携（ 2015）や現場で使えるデイサービス生活相談員便利帳（ 2015）な

どの通所介護事業所に勤務する生活相談員の業務について記述された文献を参考



13 
 

に 34 項目を作成した。  

 

3．分析方法  

通所介護事業所の生活相談員のソーシャルワークの実践状況に関する項目から，

冗長性の高い項目を削除するため，各項目間のテトラコリック相関係数（小杉 

2014）が 0.8 以上であることを基準に，当該項目の実践内容を踏まえ，削除すべ

き項目を選定した。また，これらの項目の内容については，通所介護事業所に勤

務する生活相談員，通所介護事業所の生活相談員として勤務した経験のある人，

ソーシャルワークの研究者のエキスパートレビューを得ることで，内容的妥当性

を担保した。  

 

第 3 節  結果 

 

 ソーシャルワークの実践状況に関する（表 1）から，「各項目間のテトラコリッ

ク相関係数が 0.8 以上であること」を手掛かりに，「当該項目のソーシャルワーク

実践の目的」を踏まえ，削除すべき項目を選定した（表 2）。 

削除した項目は「 J2：他機関から提供される利用者情報の確認を行う」「 J4：新

規利用に関するサービス  担当者会議へ出席する」「 J8：利用者の困りごとに対し

て  相談に応じている」「 J11：利用者の状態の変化に応じた  家族への連絡・説明

対応を行う」「 J12：利用者の苦情に対する対応を行う」「 J17：介護支援専門員か

ら利用者  情報を受けとる」「 J18：介護支援専門員へ利用者情報を伝える」「 J24：

サービス担当者会議へ出席する」の 8 項目であった。また，「 J3：通所介護計画書

を作成する」と「 J5：利用者へ通所介護計画書の説明を行う」，「 J5：利用者へ通所

介護計画書の説明を行う」と「 J6：家族へ通所介護計画書の説明を行う」，「 J１：

他機関からの新規利用に関する相談の窓口になっている」と「 J７：契約書・重要

事項説明書の説明を行う」，「 J7：契約書・重要事項説明書の説明を行う」と「 J14：

利用者・家族と緊急時の対応に関して取り決めを行う」，「 J13：家族の苦情に対す

る対応を行う」と「 J14：利用者・家族と緊急時の対応に関して取り決めを行う」，



14 
 

「 J15：利用者に終末期の過ごし方に対する要望を聞く」と「 J16：利用者の家族

に終末期の過ごし方に対する要望を聞く」，「 J28：実習生の受け入れ調整を行う」

と「 J29：実習生への実習指導を行う」は項目間のテトラコリック相関係数が 0.8

以上であったが，実践状況が異なる項目であると判断し，項目の削除を行わない

こととした。結果 26 項目を採用することとした。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

J1 他機関からの新規利用に関する相談の窓口になっている 6 （ 1.6 ） 21 （ 5.5 ） 66 （ 17.1 ） 292 （ 75.8 ）
J2 他機関から提供される利用者情報の確認を行う 6 （ 1.6 ） 8 （ 2.1 ） 51 （ 13.2 ） 320 （ 83.1 ）
J3 通所介護計画書を作成する 12 （ 3.1 ） 19 （ 4.9 ） 37 （ 9.6 ） 317 （ 82.3 ）
J4 新規利用に関するサービス担当者会議へ出席する 6 （ 1.6 ） 11 （ 2.9 ） 49 （ 12.7 ） 319 （ 82.9 ）
J5 利用者へ通所介護計画書の説明を行う 7 （ 1.8 ） 31 （ 8.1 ） 70 （ 18.2 ） 277 （ 71.9 ）
J6 家族へ通所介護計画書の説明を行う 13 （ 3.4 ） 30 （ 7.8 ） 105 （ 27.3 ） 237 （ 61.6 ）
J7 契約書・重要事項説明書の説明を行う 11 （ 2.9 ） 16 （ 4.2 ） 44 （ 11.4 ） 314 （ 81.6 ）
J8 利用者の困りごとに対して相談に応じている 1 （ 0.3 ） 11 （ 2.9 ） 119 （ 30.9 ） 254 （ 66.0 ）
J9 利用者の成年後見制度活用に対する相談に応じている 156 （ 40.5 ） 130 （ 33.8 ） 54 （ 14.0 ） 45 （ 11.7 ）
J10 家族の困りごとに対して 相談に応じている 7 （ 1.8 ） 32 （ 8.3 ） 145 （ 37.7 ） 201 （ 52.2 ）
J11 利用者の状態の変化に応じた家族への連絡・説明対応を行う 3 （ 0.8 ） 14 （ 3.6 ） 93 （ 24.2 ） 275 （ 71.4 ）
J12 利用者の苦情に対する対応を行う 5 （ 1.3 ） 17 （ 4.4 ） 94 （ 24.4 ） 269 （ 69.9 ）
J13 家族の苦情に対する対応を行う 8 （ 2.1 ） 20 （ 5.2 ） 94 （ 24.4 ） 263 （ 68.3 ）
J14 利用者・家族と緊急時の対応に関して取り決めを行う 12 （ 3.1 ） 29 （ 7.5 ） 81 （ 21 ） 263 （ 68.3 ）
J15 利用者に終末期の過ごし方に対する要望を聞く 83 （ 21.6 ） 136 （ 35.3 ） 80 （ 20.8 ） 86 （ 22.3 ）
J16 利用者の家族に終末期の過ごし方に対する要望を聞く 87 （ 22.6 ） 131 （ 34.0 ） 79 （ 20.5 ） 88 （ 22.9 ）
J17 介護支援専門員から利用者 情報を受けとる 5 （ 1.3 ） 6 （ 1.6 ） 55 （ 14.3 ） 319 （ 82.9 ）
J18 介護支援専門員へ利用者情報を伝える 2 （ 0.5 ） 10 （ 2.6 ） 58 （ 15.1 ） 315 （ 81.8 ）
J19 居宅介護事業所以外の他事業所と連携する 11 （ 2.9 ） 42 （ 10.9 ） 129 （ 33.5 ） 203 （ 52.7 ）
J20 事業所内の利用者支援に関する職種間の意見調整を行う 11 （ 2.9 ） 28 （ 7.3 ） 109 （ 28.3 ） 237 （ 61.6 ）
J21 利用者に適切なサービス提供が出来ているかモニタリングを行う 10 （ 2.6 ） 30 （ 7.8 ） 99 （ 25.7 ） 246 （ 63.9 ）
J22 利用者個別記録を行う 17 （ 4.4 ） 30 （ 7.8 ） 109 （ 28.3 ） 229 （ 59.5 ）
J23 利用者連絡ノートへの記録を行う 27 （ 7.0 ） 63 （ 16.4 ） 123 （ 31.9 ） 172 （ 44.7 ）
J24 サービス担当者会議へ出席する 6 （ 1.6 ） 5 （ 1.3 ） 65 （ 16.9 ） 309 （ 80.3 ）
J25 事業所内連携会議へ出席 する 17 （ 4.4 ） 26 （ 6.8 ） 66 （ 17.1 ） 276 （ 71.7 ）
J26 地域ケア会議へ出席する 107 （ 27.8 ） 91 （ 23.6 ） 84 （ 26.8 ） 103 （ 26.8 ）

J27
地域活動の一環として、地域ケア会議以外の施設外会議へ
出席する

121 （ 31.4 ） 99 （ 25.7 ） 90 （ 23.4 ） 75 （ 19.5 ）

J28 実習生の受け入れ調整を行う 182 （ 47.3 ） 56 （ 14.5 ） 76 （ 19.7 ） 71 （ 18.4 ）
J29 実習生への実習指導を行う 166 （ 43.1 ） 58 （ 15.1 ） 95 （ 24.7 ） 66 （ 17.1 ）
J30 ボランティアの受け入れ調整を行う 116 （ 30.1 ） 61 （ 15.8 ） 105 （ 27.3 ） 103 （ 26.8 ）
J31 他の職員に対するスーパーバイザーの役割を果たす 53 （ 13.8 ） 77 （ 20.0 ） 148 （ 38.4 ） 107 （ 27.8 ）
J32 公的手続きの代行を行う 185 （ 48.1 ） 78 （ 20.3 ） 55 （ 14.3 ） 67 （ 17.4 ）
J33 地域の社会資源発掘を行う 167 （ 43.4 ） 123 （ 31.9 ） 63 （ 16.4 ） 32 （ 8.3 ）
J34 調査・研究を行う 159 （ 41.3 ） 112 （ 29.1 ） 74 （ 19.2 ） 40 （ 10.4 ）

＊　　　   ：分析対象(26項目)

表1．生活相談員のソーシャルワークの実践状況に関する回答分布（n=385）

項目

全く あまり ときどき いつも

実践していない 実践していない 実践している 実践している
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第 3 章  通所介護事業所に勤務する生活相談員のソーシャルワーク実践の類型化  

に関する研究  

 

第 1 節  研究目的  

 

 第 1 章では ,通所介護事業所に勤務する生活相談員の業務は多岐にわたってい

ること，生活相談員が通所介護事業所において期待されているソーシャルワーク

実践については検討の余地があることが明らかになった。そこで本章では，通所

介護事業所の生活相談員を対象に生活相談員が実践していると認識しているソー

シャルワーク実践を類型化し，現状を把握することで通所介護事業所の生活相談

員が行うソーシャルワーク実態の状況について明らかにすることを目的とした。  

 

第 2 節  研究方法 

 

1．調査対象と方法  

調査対象者は第 2 章と同様の四国 4 県内で運営されている（香川県，徳島県，

愛媛県，高知県）通所介護事業所全 1,557 事業所（WAM NET：2017 年 10 月時点）

に勤務する生活相談員である。調査方法ならびに調査期間は第 2 章のとおりであ

る。 

 

2．調査内容  

調査内容は，調査対象者の属性（性別，年齢など），生活相談員のソーシャルワ

ーク実践状況を問う項目についての質問項目で構成した。なお，ソーシャルワー

クの実践状況を問う項目については，第 2 章で検討した生活相談員のソーシャル

ワーク実践を構成する 26 項目の調査項目を用いた。回答は「全く実践していな

い，あまり実践していない：0 点」「ときどき実践している，いつも実践している：

1 点」で回答を求め，得点化を行った。  
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3．分析方法  

生活相談員のソーシャルワーク実践状況に関する項目の回答傾向から，通所介

護事業所の生活相談員におけるソーシャルワーク実践状況の特徴を明らかにする

ため，潜在クラス分析を行った（渡辺 2001）。潜在クラス分析は，母集団を観測

変数に対する応答反応から，個人を集団内に潜在する複数の下位集団に分類し，

そ れ ら の 集 団 規 模と 特 徴 を 探 索 的 に明 ら か に す る た めの 統 計 手 法 で ある

（Magidson et al. 2002，藤原ら 2012，竹林 2013：228-44）。個人を複数の集団に分

類する統計手法としては，クラスター分析が用いられることが多いが，クラスタ

ー分析による分類では，集団の数の決定が恣意的であるという問題点が指摘され

ている。また潜在クラス分析では，適合度に基づくため，クラスター分析より高

い妥当性を有することが報告されている（Magidson et al.  2002）。  

なお，潜在クラス分析における適合度評価には，Bayesian Information Criteria（以

下，BIC）と Entropy を用いた。BIC は潜在クラス分析における一般的な相対指標

のひとつであり，値が小さい程良好であると判断される（Yang 2006）。また，

Entropy は指定したクラス数による標本分類の正確性を評価するための指標であ

り，0～ 1をとり，指定したクラスによる分類が正確であるほど 1に近い値を示す。

本研究では BIC により推奨されたクラス数における Entropy を算出し，その値が

0.8 以上であればモデルが良好であると判断した（Ramaswamy et al. 1993）   。  

 

4．倫理的配慮  

本研究の実施にあたり，各管理者ならびに調査対象者に対して，調査目的，個

人や施設の匿名性の保持について等を文書で説明し，調査票の返送をもって調査

協力への同意が得られたものとみなした。また，本研究は新見公立大学倫理委員

会へ申請し，承認を得た後に実施した（承認番号： 121）。  

 

第 3 節  結果 

 

回答は 451 人（回収率 28.7％）から得られた。統計解析には，ソーシャルワー
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クの実践状況に関する項目に欠損値のない 385 人（調査対象者の 24.7％ ,回答者の

85.3％）の資料を用いた。  

 

1．対象者の属性分布  

 対象者の性別は男性 174 人（ 45.2％），女性 210 人（ 54.5％），無回答１人（ 0.3％）

であった。年齢は平均 42.8 歳（標準偏差： 10.7，範囲： 22-75）であった。また，

役職について「管理者」が 200 人（ 51.8％），「主任・チーフ」48 人（ 12.5％），「特

になし」99 人（ 25.7％），「その他」32 人（ 8.3％），無回答 6 人（ 1.6％）であった。

兼務の状況について「兼務している」110 人（ 28.6％），「兼務していない」272 人

（ 70.6％），無回答 3 人（ 0.8％）であり，兼務している職種は「介護職員」185 人

（ 48.1％），「介護支援専門員」14 人（3.6％），「看護師」10 人（ 2.6％），「その他」

60 人（ 15.6％）であった。  

 

2．生活相談員のソーシャルワークの実践状況に関する回答分布について  

 ソーシャルワークの実践状況に関する回答分布は，表 3 に示すとおりである。  

「全く実践していない」「あまり実践していない」の回答に着目すると，「 J33：地

域の社会資源発掘を行う（ 75.3%）」「 J9：利用者の成年後見制度活用に対する相談

に応じている（ 74.3％）」「 J34：調査・研究を行う（ 70.4%）」「 J32：公的手続きの

代行を行う（ 68.4%）」「 J28：実習生の受け入れ調整を行う（ 61.8％）」の順に実践

度が低かった。  

 

3．潜在クラス分析を用いた通所介護事業所における生活相談員のソーシャルワ

ークの実践状況の類型化  

 ソーシャルワークの実践状況の特徴を明らかにするため，潜在クラス分析を行

った結果， 4 クラスモデル時において BIC は最小であり，当該モデルにおける

Entropy が 0.924 であったことから 4 クラスモデルを採択した（表 4）。各潜在ク

ラスの構成割合を確認すると，クラス 1 が 25.2％，クラス 2 が 26.1％，クラス 3

が 11.9％，クラス 4 が 36.8％であった。  
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表 5，図 2 は 4 クラスモデル時における各潜在クラスの条件付き応答確率を示

したものであり，すべてのクラスにおいて「 J9：利用者の成年後見制度活用に対

する相談に応じている」「 J33：地域の社会資源発掘を行う」「 J34：調査・研究を行

う」に関する実践を示す項目の応答確率は 0.6 未満であった。 

 

 

 

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

J1 他機関からの新規利用に関する相談の窓口になっている 6 （ 1.6 ） 21 （ 5.5 ） 66 （ 17.1 ） 292 （ 75.8 ）
J3 通所介護計画書を作成する 12 （ 3.1 ） 19 （ 4.9 ） 37 （ 9.6 ） 317 （ 82.3 ）
J5 利用者へ通所介護計画書の説明を行う 7 （ 1.8 ） 31 （ 8.1 ） 70 （ 18.2 ） 277 （ 71.9 ）
J6 家族へ通所介護計画書の説明を行う 13 （ 3.4 ） 30 （ 7.8 ） 105 （ 27.3 ） 237 （ 61.6 ）
J7 契約書・重要事項説明書の説明を行う 11 （ 2.9 ） 16 （ 4.2 ） 44 （ 11.4 ） 314 （ 81.6 ）
J9 利用者の成年後見制度活用に対する相談に応じている 156 （ 40.5 ） 130 （ 33.8 ） 54 （ 14.0 ） 45 （ 11.7 ）
J10 家族の困りごとに対して 相談に応じている 7 （ 1.8 ） 32 （ 8.3 ） 145 （ 37.7 ） 201 （ 52.2 ）
J13 家族の苦情に対する対応を行う 8 （ 2.1 ） 20 （ 5.2 ） 94 （ 24.4 ） 263 （ 68.3 ）
J14 利用者・家族と緊急時の対応に関して取り決めを行う 12 （ 3.1 ） 29 （ 7.5 ） 81 （ 21 ） 263 （ 68.3 ）
J15 利用者に終末期の過ごし方に対する要望を聞く 83 （ 21.6 ） 136 （ 35.3 ） 80 （ 20.8 ） 86 （ 22.3 ）
J16 利用者の家族に終末期の過ごし方に対する要望を聞く 87 （ 22.6 ） 131 （ 34.0 ） 79 （ 20.5 ） 88 （ 22.9 ）
J19 居宅介護事業所以外の他事業所と連携する 11 （ 2.9 ） 42 （ 10.9 ） 129 （ 33.5 ） 203 （ 52.7 ）
J20 事業所内の利用者支援に関する職種間の意見調整を行う 11 （ 2.9 ） 28 （ 7.3 ） 109 （ 28.3 ） 237 （ 61.6 ）
J21 利用者に適切なサービス提供が出来ているかモニタリングを行う 10 （ 2.6 ） 30 （ 7.8 ） 99 （ 25.7 ） 246 （ 63.9 ）
J22 利用者個別記録を行う 17 （ 4.4 ） 30 （ 7.8 ） 109 （ 28.3 ） 229 （ 59.5 ）
J23 利用者連絡ノートへの記録を行う 27 （ 7.0 ） 63 （ 16.4 ） 123 （ 31.9 ） 172 （ 44.7 ）
J25 事業所内連携会議へ出席 する 17 （ 4.4 ） 26 （ 6.8 ） 66 （ 17.1 ） 276 （ 71.7 ）
J26 地域ケア会議へ出席する 107 （ 27.8 ） 91 （ 23.6 ） 84 （ 26.8 ） 103 （ 26.8 ）
J27 地域活動の一環として、地域ケア会議以外の施設外会議へ出席する 121 （ 31.4 ） 99 （ 25.7 ） 90 （ 23.4 ） 75 （ 19.5 ）
J28 実習生の受け入れ調整を行う 182 （ 47.3 ） 56 （ 14.5 ） 76 （ 19.7 ） 71 （ 18.4 ）
J29 実習生への実習指導を行う 166 （ 43.1 ） 58 （ 15.1 ） 95 （ 24.7 ） 66 （ 17.1 ）
J30 ボランティアの受け入れ調整を行う 116 （ 30.1 ） 61 （ 15.8 ） 105 （ 27.3 ） 103 （ 26.8 ）
J31 他の職員に対するスーパーバイザーの役割を果たす 53 （ 13.8 ） 77 （ 20.0 ） 148 （ 38.4 ） 107 （ 27.8 ）
J32 公的手続きの代行を行う 185 （ 48.1 ） 78 （ 20.3 ） 55 （ 14.3 ） 67 （ 17.4 ）
J33 地域の社会資源発掘を行う 167 （ 43.4 ） 123 （ 31.9 ） 63 （ 16.4 ） 32 （ 8.3 ）
J34 調査・研究を行う 159 （ 41.3 ） 112 （ 29.1 ） 74 （ 19.2 ） 40 （ 10.4 ）

表3．生活相談員のソーシャルワークの実践状況に関する回答分布（n=385）

項目

全く あまり ときどき いつも

実践していない 実践していない 実践している 実践している

モデル  BIC

1クラスモデル 9774.73

2クラスモデル 9042.77

3クラスモデル 8834.18

4クラスモデル 8748.05

5クラスモデル 8751.56

表4．各クラスにおけるBIC
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 クラス 1 は，上記の 3 項目を除く 23 項目で，応答確率が 0.7 以上と高値であっ

た。 

 クラス 2 では，「 J7：契約書・重要事項説明書の説明を行う（応答確率：0.988）」

「 J10：家族の困りごとに対して相談に応じている（応答確率： 0.979）」「 J13：家

族の苦情に対する対応を行う（応答確率：0.990）」「 J14：利用者・家族と緊急時の

対応に関して取り決めを行う（応答確率：0.969）」「 J15：利用者に終末期の過ごし

方に対する要望を聞く（応答確率：0.917）」「 J16：利用者の家族に終末期の過ごし

方に対する要望を聞く（応答確率： 0.979）」といった相談援助に関する項目の応

クラス1 クラス2 クラス3 クラス4

25.20% 26.10% 11.90% 36.80%

J1 他機関からの新規利用に関する相談の窓口になっている 1.000 0.930 0.612 0.985 0.882

J3 通所介護計画書を作成する 0.955 0.914 0.726 0.962 0.889

J5 利用者へ通所介護計画書の 説明を行う 0.976 0.903 0.656 0.929 0.866

J6 家族へ通所介護計画書の 説明を行う 0.985 0.943 0.523 0.902 0.838

J7 契約書・重要事項説明書の 説明を行う 0.970 0.988 0.526 0.992 0.869

J9 利用者の成年後見制度活用に対する相談に応じている 0.504 0.32 0.022 0.119 0.241

J10 家族の困りごとに対して 相談に応じている 0.975 0.979 0.497 0.919 0.843

J13 家族の苦情に対する対応を行う 0.962 0.990 0.522 0.990 0.866

J14 利用者・家族と緊急時の対応に関して取り決めを行う 0.969 0.969 0.456 0.930 0.831

J15 利用者に終末期の過ごし方に対する要望を聞く 0.692 0.917 0.063 0.026 0.425

J16 利用者の家族に終末期の過ごし方に対する要望を聞く 0.696 0.979 0.021 0.000 0.424

J19 居宅介護事業所以外の他事業所と連携する 0.930 0.905 0.579 0.877 0.823

J20 事業所内の利用者支援に関する職種間の意見調整を行う 0.970 0.946 0.489 0.949 0.839

J21 利用者に適切なサービス提供が 出来ているかモニタリングを行う 0.960 0.898 0.710 0.911 0.870

J22 利用者個別記録を行う 0.903 0.872 0.807 0.888 0.868

J23 利用者連絡ノートへの記録を行う 0.787 0.769 0.731 0.761 0.762

J25 事業所内連携会議へ出席 する 1.000 0.878 0.647 0.897 0.856

J26 地域ケア会議へ出席する 0.800 0.446 0.188 0.395 0.457

J27 地域活動の一環として、 地域ケア会議以外の施設外 会議へ出席する 0.709 0.439 0.091 0.339 0.395

J28 実習生の受け入れ調整を行う 1.000 0.224 0.000 0.194 0.355

J29 実習生への実習指導を行う 0.995 0.172 0.121 0.294 0.396

J30 ボランティアの受け入れ 調整を行う 1.000 0.493 0.045 0.419 0.489

J31 他の職員に対するスーパー バイザーの役割を果たす 0.933 0.667 0.149 0.640 0.597

J32 公的手続きの代行を行う 0.702 0.241 0.039 0.197 0.295

J33 地域の社会資源発掘を行う 0.473 0.258 0.009 0.161 0.225

J34 調査・研究を行う 0.557 0.319 0.085 0.169 0.283

平均

表5．各潜在クラスの構成割合と応答確率（n=385）

クラス構成割合(%)
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答確率が他のクラスに比して高値であり，「 J19：居宅介護事業所以外の他事業所

（訪問介護，ショートステイ，他デイサービスなど）と連携する（応答確率：0.905）」

といった連絡・調整に関する項目の応答確率も 0.9 以上と高値であった。一方で，

「 J28:実習生の受け入れ調整を行う（応答確率： 0.224）」，「 J30：ボランティアの

受け入れ調整を行う（応答確率： 0.493）」や「 J27：地域ケア会議以外の施設外会

議へ出席する（応答確率： 0.439）」の項目は低値であった。  

クラス 3 では，すべての項目において応答確率が全体平均よりも低値であった。

特に「 J28：実習生の受け入れ調整を行う（応答確率： 0.000）」「 J30：ボランティ

アの受け入れ調整を行う（応答確率： 0.045）」は他のクラスと比べ低値であるこ

とが確認された。  

クラス 4 では，「 J1：他機関からの新規利用に関する窓口になっている（応答確

率：0.985）」から「 J14：利用者・家族と緊急時の対応に関して取り決めを行う（応

答確率：0.930）」までの 9 項目の応答確率は 0.9 以上と高値である一方，「 J15：利

用者に終末期の過ごし方に対する要望を聞く（応答確率：0.026）」「 J16：利用者の

家族に終末期の過ごし方に対する要望を聞く（応答確率： 0.000）」の終末期援助

に関する項目は 0.05 未満と低値であった。  
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第 4 節  考察 

 

1．クラス 1 に所属する生活相談員におけるソーシャルワークの実践状況の特徴  

 クラス 1 に所属する生活相談員は，ソーシャルワークの実践状況に関する実践

図2．通所介護事業所の生活相談員のソーシャルワーク実践における各潜在クラスの条件付き応答確率

注：太実線は各潜在クラスにおける条件付き応答確率、破線は全体の平均得点を示す
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度の応答確率が高値であったことから，ソーシャルワーク実践を最も行っている

と推察される集団であると考えられる。クラス 1 において特徴的な点は，「地域ケ

ア会議への出席」や「地域ケア会議以外の施設外会議への出席」など地域連携を

意識したソーシャルワーク実践が見られる点である。2015（平成 27）年度の介護

報酬改定では，通所介護は地域連携の拠点としての機能の充実を図ることが明記

された。それに伴い生活相談員の専従要件が緩和され，今後生活相談員が地域と

の連携においてその役割を果たすことが望まれる。また，「通所介護のあり方に関

する調査研究事業報告書」では，生活相談員が事業所以外の地域での取り組みを

行うことによる変化として「生活相談員の取り組むべき姿勢や意識，意欲がより

高まってきた（ 51.0％）」「果たすべき機能の可能性を感じることができるように

なった（ 39.8％）」と報告しており，生活相談員が地域での取り組みを行うことに

よって良い意識変化がある可能性が考えられる。これらを考慮すると，今後通所

介護事業所の生活相談員のソーシャルワーク実践はクラス 1 を目指すことが望ま

しいと推察される。  

 

2．クラス 2 に所属する生活相談員におけるソーシャルワークの実践状況の特徴  

クラス 2 は，ケースワークや連絡・調整に関する項目の応答確率は高値であっ

たが，地域ケア会議や施設外会議への出席，実習生・ボランティアの調整等の項

目は低値であった。先行研究によると高齢者福祉施設に従事する生活相談員の中

核業務は相談援助業務と連絡調整業務であるとされ（西川 2010，東京都社会福祉

協議会 2012），青木は (2015)これまでの相談業務といえば，「事業所内に限った」

利用者との対話を主体とした行為であったとしている。これらを考慮すれば，ク

ラス 2 は従来求められていた通所介護事業所の生活相談員としての機能を果たし

ているクラスであるといえる。しかし，生活相談員の確保すべき勤務延時間数に

は，「サービス担当者会議や地域ケア会議に出席するための時間」，「地域の町内会，

自治会，ボランティア団体等と連携し，利用者に必要な生活支援を担ってもらう

などの社会資源の発掘・活用のための時間」など，利用者の地域生活を支える取

り組みのために必要な時間も含めることができると明記され，（指定居宅サービ
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ス等及び指定介護予防サービス等に関する基準），今後通所介護事業所は利用者

の地域生活を支える連携が求められると考えられる。  

 

3．クラス 3 に所属する生活相談員におけるソーシャルワークの実践状況の特徴  

クラス 3 に所属する生活相談員は，応答確率がすべての項目で全体平均よりも

低値であった。そのため，ほかのクラスに比べ全般にソーシャルワークの実践状

況が低い集団である。前述のとおり，通所介護事業所は諸サービスを施設で提供

する一方，利用者の生活の主体は在宅にあるという特徴を有している。そのため，

通所介護事業所の生活相談員に求められるソーシャルワーク実践は，施設と在宅

に跨っており，ケアプランに基づく他事業所・多職種との連携や利用者の生活を

支える基盤となる家族を包括した視点での関わりがより一層求められると考えら

れ，通所介護事業所におけるソーシャルワーク実践は重要であると考える。一方

で，通所介護事業所の生活相談員は事業所内で多くの業務に関わっていることや，

通所介護事業所の生活相談員業務について検討した西川 (2010)によって「利用者

に関する相談，対応」等の 19 項目に対して現状の関わりを示す関与度より関わる

べきかについて尋ねた関与意識の割合の方が高かったことが報告されており，必

要性の認識に比べ関与が出来ていない可能性があるといえる。デイサービス生活

相談員業務必携（ 2015）では，通所介護事業所の生活相談員業務は①専従業務，

②事業所の管理者との兼務業務，③介護職員との兼務業務に区分されており，そ

れぞれの視点で考えることが必要であると述べている。このことから，生活相談

員が勤務する事業所で求められる役割の比重によってソーシャルワークの実践状

況に違いが見られるのではないかと推察される。  

 

4．クラス 4 に所属する生活相談員におけるソーシャルワークの実践状況の特徴  

クラス 4 では，ソーシャルワークに関する項目，事業所内連絡や他機関との調

整に関する項目の応答確率が高値であり，クラス 2 の実践状況と近い状況を示し

たクラスといえる。しかし，ソーシャルワークに関する項目の中で終末期援助に

関する項目のみが低値であった点がクラス 2 と異なった点であった。「平成 27 年
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度介護報酬改定に向けて（介護給付費分科会）」の報告では，通所介護事業所で介

護支援専門員からの利用申し込みに対して利用定員以外の理由で断った理由とし

て，「医療依存度の高い方の受け入れ体制の確保が困難（ 88.5％）」「重度の要介護

度の方の受け入れ体制が困難（ 32.2％）」であったことが報告されている。また，

通所介護事業所の運営者の立場からみた事業所が直面している課題の上位は「看

護資格を持つ人が確保できない（ 25.7％）」であった。これらから，終末期援助に

対するニーズを持った利用者の受け入れが少ないため，実践が行われていない可

能性が考えられる。通所介護事業所は法人種別や看護師の雇用形態がさまざまで

あり，医療度が高いと考えられる終末期援助を必要とする利用者への対応が可能

な事業所と困難な事業所に分かれるのではないかと考えられる。今後，通所介護

事業所では重度の要介護者，医療依存度の高い人の積極的受入が求められており，

終末期援助に関するソーシャルワークの実践状況と医療依存度の高い利用者の受

け入れ状況などの要因に関連があるか，さらなる検討が求められる。  

 

5． 4 クラス共通の生活相談員におけるソーシャルワークの実践状況の特徴  

 またすべてのクラスにおいて，「 J9：利用者の成年後見制度活用に対する相談に

応じている」，「 J33：地域の社会資源発掘を行う」「 J34：調査・研究を行う」の応

答確率が 0.6 未満と低かった。 2015（平成 27）年度の介護報酬改定では，生活相

談員の確保すべき勤務延時間数には，「社会資源の発掘・活用のための時間」など

も含めることができると明記されており，通所介護事業所の生活相談員のソーシ

ャルワーク実践には，社会資源の発掘やそれに伴う調査・研究等が含まれてくる

可能性がある。しかし 2017（平成 29）年「通所介護の今後のあり方に関する調査

報告事業報告書」の調査報告では，生活相談員の専従要件緩和を受け，生活相談

員の担当業務，役割の見直しを「していない，今後検討することはしない」と回

答した事業所は 20.0％であった。その理由として「事業所内の利用者への対応で

手いっぱいである（ 83.8％）」「必要人員の配置をしても，事業採算率がマイナス

になる（ 16.6％）」が上位となっている。また，合田ら (2015)は通所介護事業所の

生活相談員は多くの業務に関わっていることを報告しており，その現状は事業所
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における生活相談員の兼務状況や，生活相談員数などがソーシャルワークの実践

状況と関連しているのではないかと推察される。  

 

第 5 節  本章の結論  

 

本章では，通所介護事業所の生活相談員が実践していると認識しているソーシ

ャルワーク実践を類型化することで，通所介護事業所の生活相談員が行うソーシ

ャルワーク実践の状況について明らかにすることをねらいとした。 

 その結果，通所介護事業所の生活相談員が行うソーシャルワーク実践には，最

もソーシャルワーク実践を行っている【クラス 1】，相談援助，連絡・調整に関す

る項目の応答確率は高値であったが，実習生やボランティアの受け入れについて，

地域ケア会議への出席などの項目は低値であった【クラス 2】，全般にソーシャル

ワーク実践の実践度が低い【クラス 3】，ソーシャルワークに関する項目の応答確

率は高値であったが，その中でも終末期援助に関する項目のみが低値であった【ク

ラス 4】の 4 つのクラスがあることが確認された。  

本章ではソーシャルワーク実践の状況が明らかになってきたが，前述のとおり

通所介護事業所の生活相談員の業務内容は多岐にわたり，生活相談員が求められ

ている業務内容は事業所間で異なると推測される。こういった状況を鑑みると，

「事業所の法人種別」や「生活相談員の兼務状況」，「事業所規模」などの法人属

性や「保有資格」「個人が認知している生活相談員の役割」などの個人属性と生活

相談員が実践するソーシャルワークの実践状況にどのような関連が認められるか

を検討することが今後の課題である。  
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第 4 章  通所介護事業所に勤務する生活相談員のソーシャルワークの実践状況と

その関連要因  

 

第 1 節  研究目的 

 

 第 3 章では，通所介護事業所の生活相談員が行うソーシャルワーク実践は，各

ソーシャルワーク実践項目の実践度に違いの認められる 4 つのクラスに分類でき

ることが明らかになった。前述のとおり，通所介護事業所では法人種別や事業所

の規模等が事業所ごとに異なっており，生活相談員自身も保有資格等に個人差が

あると考えられる。  

 そこで，本章では通所介護事業所の生活相談員が行っているソーシャルワーク

実践状況とその関連要因を探索することとした。  

  

第 2 節  研究方法 

 

1．調査対象と方法  

調査対象者は中国地方 5 県のうち 3 県（岡山県，鳥取県，島根県）において運

営されている通所介護事業所全 1,344 事業所（WAM NET：2017 年 10 月時点）に

勤務する生活相談員である。事業所の管理者宛に調査の目的等を記した依頼書と

調査票を郵送し，各事業所 1 名の生活相談員の回答を求めた。調査票は無記名自

記式とし，記入済みの調査票は返信用封筒に回答者自らが厳封の上，投函し回収

を行った。調査期間は， 2017 年 12 月～ 2018 年 2 月までの 2 か月間とした。  

 

2．調査内容  

調査内容は，調査対象者の属性（性別，年齢など），事業所の属性（生活相談員

数，一日あたりの利用定員など），生活相談員のソーシャルワークの実践状況を問

う項目についての質問項目で構成した。  

なお，ソーシャルワークの実践状況を問う項目については，第 2 章で検討した



28 
 

生活相談員のソーシャルワーク実践を構成する 26 項目の調査項目を用いた。回

答は「全く実践していない，あまり実践していない： 0 点」「ときどき実践してい

る，いつも実践している： 1 点」で回答を求め，得点化を行った。  

 

3．分析方法  

まず，通所介護事業所の生活相談員のソーシャルワークの実践状況に関する項

目から，冗長性の高い項目を削除するため，各項目間のテトラコリック相関 (小杉

ら 2014)が 0.9 以上である項目を確認し，さらに当該項目の内容を吟味し，削除

すべき項目を選定した。  

 次に，通所介護事業所の生活相談員のソーシャルワークの実践状況を構成する

因子を検討するため，探索的因子分析（ Promax 回転）を行い，推定法にはカテゴ

リカルデータに最適な WLSMV を用いた（Muthen et al.2007）．また，探索的因子

分析による因子数は，固有値 1 以上を共通因子とする  Kaiser-Guttman 基準 (Kaiser .  

1960)ならびに因子の解釈可能性 (Cattell R.1966)により判断し，因子負荷量 0.5 以

上であることを基準に各因子に所属する項目を選定した。 

 さらに，探索的因子分析によって抽出された因子の構成概念妥当性を検討する

ため，斜交モデルを設定し，WLSMV を推定法に構造方程式モデリングを用いて

検証的因子分析を行い，データに対する適合度を確認した。 

 最後に，前段階で因子構造が支持されたソーシャルワークの実践状況を従属変

数，性別（女性： 1，男性： 0），年齢，生活相談員としての経験月数，保有資格，

介護職員との兼務の有無（あり：1，なし：0），雇用形態（正規職員 :1，それ以外 :0），

役職（管理者：1，管理者以外：0），勤務事業所の一日あたりの利用定員，生活相

談員数，運営主体（非営利法人： 1，営利法人： 0）を独立変数とした多重指標多

重原因モデル（MIMIC モデル）を設定し，WLSMV を推定法とする構造方程式モ

デリング（豊田 1998）を用いてモデルのデータに対する適合度と各変数間の関連

性を検討した。前述した通り，通所介護事業所の生活相談員の業務内容は個人属

性や法人属性に左右されることが推察され，これらがソーシャルワークの実践状

況と関連しているものと推察される。そのため独立変数は，性別，年齢，生活相
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談員としての経験月数，保有資格，介護職員との兼務の有無，雇用形態，役職と

いった個人属性と勤務事業所の一日あたりの利用定員，生活相談員数，運営主体

といった法人属性を含めることとした。  

 適合度の評価には，Comparative Fit Index（以下，CFI），Root Mean Square Error 

of Approximation（以下，RMSEA）を用いた。これらの適合度指標は一般的には CFI

が 0.95 以上，RMSEA が 0.06 以下であれば，そのモデルがデータをよく説明して

いると判断され（山本ら 1999），RMSEA が 0.10 以上であればそのモデルを採択

すべきではないとされている（山本ら 1999）。  

 すべての解析における有意性は 5％有意水準とし，統計ソフト「 IBM SPSS 24 J 

for Windows」ならびに「Mplus version 7.4」を用いた。  

 

4．倫理的配慮  

 本研究の実施にあたり，各管理者ならびに調査対象者に対して，調査目的，個

人や施設の匿名性の保持について等を文書で説明し，調査票の返送をもって調査

協力への同意が得られたものとみなした。また，本研究は岡山県立大学倫理委員

会へ申請し，承認を得た後に実施した（受付番号： 17-66）。 

 

第 3 節  結果   

 

 回答は 450 人（回収率 33.7％）から得られた。統計解析には，当該項目に欠損

値のない 309 人（調査対象者の 23.2％，回答者の 68.7％）の資料を統計解析に用

いた。 なお，回収された 450 票と統計解析に用いた 309 票の回答分布を比較した

結果，本研究の分析に用いたデータは回収されたデータの分布を反映しており，

外的妥当性は担保されていると判断した。 

 

1．対象者の属性分布  

対象者の性別は男性 118 人（ 38.2％），女性 191 人（ 61.8％）であった。年齢は

平均 43.8 歳（標準偏差：10.3，範囲：23-70）であった。保有資格は介護福祉士が
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133 人（ 43.0％）と最も多く，次いで介護支援専門員 94 人（ 30.4％），社会福祉士

52 人（ 16.8％）となっていた。生活相談員としての経験月数は平均 68.2 か月（標

準偏差：48.9，範囲：2-300）であった。また，雇用形態は，正規職員 286 人（ 92.6％），

非正規職員 14 人（ 4.5％），その他 9 人（ 2.9％）であった．役職は「管理者」が

159 人（ 51.5％），「主任・チーフ」61 人（ 19.7％），「その他」20 人（ 6.5％）「特に

なし」 69 人（ 22.3％）であった。 

勤務事業所の一日あたりの利用定員は平均 24.9 人（標準偏差： 12.1，範囲： 6-

76），生活相談員数は平均 2.8 人（標準偏差：1.3，範囲：1-9），運営主体は，営利

法人 146 人（ 47.2％），非営利法人 163 人（52.8％）であった。 

 

2．生活相談員のソーシャルワークの実践状況に関する回答分布について  

 通所介護事業所の生活相談員のソーシャルワークの実践状況の回答分布は表 6

に示す通りであった。「いつも実践している」「ときどき実践している」の回答に

着目すると，「 J3：利用者へ通所介護計画書の説明を行う（ 94.5％）」が最も多く，

次いで「 J7：家族の困りごとに対して相談に応じる（ 94.2％）」，「 J１：他機関から

新規利用に関する相談の窓口になっている（ 93.5％）」となっていた。また「全く

実践していない」「あまり実践していない」の回答に着目すると，「 J24：公的手続

きの代行を行う（ 83.5％）」が最も多く，次いで，「 J6：利用者の成年後見制度活用

に対する相談に応じている（ 82.5％）」「 J26：調査・研究を行う（ 80.6％）」となっ

ていた。 
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3．生活相談員のソーシャルワークの実践状況を構成する項目の検討  

 冗長性の高いソーシャルワーク実践に関する項目を抽出することを目的に，ソ

ーシャルワーク実践に関する全 26 項目の各項目間にテトラコリック相関（小杉

ら 2014）を求めた。結果，「 J10：利用者に終末期の過ごし方に対する要望を聞く」

と「 J11：利用者の家族に終末期の過ごし方に対する要望を聞く」の間に 0.909，

「 J20：実習生の受け入れ調整を行う」と「 J21：実習生の実習指導を行う」の間に

0.940 と 0.9 を超える高い相関関係が確認された。このうち，「 J10：利用者に終末

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

J1 他機関からの新規利用に関する相談の窓口になっている． 7 ( 2.3 ) 13 ( 4.2 ) 50 ( 16.2 ) 239 ( 77.3 )

J2 通所介護計画書を作成する． 12 ( 3.9 ) 11 ( 3.6 ) 34 ( 11.0 ) 252 ( 81.6 )

J3 利用者へ通所介護計画書の説明を行う． 6 ( 1.9 ) 11 ( 3.6 ) 52 ( 16.8 ) 240 ( 77.7 )

J4 家族へ通所介護計画書の 説明を行う． 9 ( 2.9 ) 22 ( 7.1 ) 76 ( 24.6 ) 202 ( 65.4 )

J5 契約書・重要事項説明書の 説明を行う． 9 ( 2.9 ) 16 ( 5.2 ) 36 ( 11.7 ) 248 ( 80.3 )

J6 利用者の成年後見制度活用に対する相談に応じている． 169 ( 54.7 ) 86 ( 27.8 ) 30 ( 9.7 ) 24 ( 7.8 )

J7 家族の困りごとに対して 相談に応じている． 3 ( 1.0 ) 15 ( 4.9 ) 118 ( 38.2 ) 173 ( 56.0 )

J8 家族の苦情に対する対応を行う． 8 ( 2.6 ) 18 ( 5.8 ) 66 ( 21.4 ) 217 ( 70.2 )

J9 利用者・家族と緊急時の対応に関して取り決めを行う． 11 ( 3.6 ) 10 ( 3.2 ) 73 ( 23.6 ) 215 ( 69.6 )

J10 利用者に終末期の過ごし方に対する要望を聞く． 92 ( 29.8 ) 107 ( 34.6 ) 64 ( 20.7 ) 46 ( 14.9 )

J11 利用者の家族に終末期の過ごし方に対する要望を聞く． 92 ( 29.8 ) 99 ( 32 ) 71 ( 23.0 ) 47 ( 15.2 )

J12
居宅介護事業所以外の他事業所
（訪問介護，ショートステイ，他デイサービスなど）と連携する．

13 ( 4.2 ) 30 ( 9.7 ) 84 ( 27.2 ) 182 ( 58.9 )

J13 事業所内の利用者支援に関する職種間の意見調整を行う． 4 ( 1.3 ) 24 ( 7.8 ) 89 ( 28.8 ) 192 ( 62.1 )

J14 利用者に適切なサービス提供が 出来ているかモニタリングを行う． 6 ( 1.9 ) 17 ( 5.5 ) 75 ( 24.3 ) 211 ( 68.3 )

J15 利用者個別記録を行う． 11 ( 3.6 ) 30 ( 9.7 ) 106 ( 34.3 ) 162 ( 52.4 )

J16 利用者連絡ノートへの記録を行う． 28 ( 9.1 ) 63 ( 20.4 ) 102 ( 33.0 ) 116 ( 37.5 )

J17 事業所内連携会議へ出席 する． 12 ( 3.9 ) 23 ( 7.4 ) 60 ( 19.4 ) 214 ( 69.3 )

J18 地域ケア会議へ出席する． 100 ( 32.4 ) 72 ( 23.3 ) 50 ( 16.2 ) 87 ( 28.2 )

J19 地域活動の一環として，地域ケア会議以外の施設外会議へ出席する．104 ( 33.7 ) 97 ( 31.4 ) 53 ( 17.2 ) 55 ( 17.8 )

J20 実習生の受け入れ調整を行う． 125 ( 40.5 ) 53 ( 17.2 ) 45 ( 14.6 ) 86 ( 27.8 )

J21 実習生への実習指導を行う． 119 ( 38.5 ) 58 ( 18.8 ) 55 ( 17.8 ) 77 ( 24.9 )

J22 ボランティアの受け入れ 調整を行う． 67 ( 21.7 ) 46 ( 14.9 ) 91 ( 29.4 ) 105 ( 34.0 )

J23 他の職員に対するスーパーバイザーの役割を果たす． 41 ( 13.3 ) 61 ( 19.7 ) 119 ( 38.5 ) 88 ( 28.5 )

J24 公的手続きの代行を行う． 190 ( 61.5 ) 68 ( 22.0 ) 33 ( 10.7 ) 18 ( 5.8 )

J25 地域の社会資源発掘を行う． 136 ( 44.0 ) 100 ( 32.4 ) 54 ( 17.5 ) 19 ( 6.1 )

J26 調査・研究を行う． 145 ( 46.9 ) 104 ( 33.7 ) 38 ( 12.3 ) 22 ( 7.1 )

※ 　　　は，削除した項目

表6．生活相談員のソーシャルワークの実践状況に関する回答分布 （n=309）

   ％は小数点第2位を四捨五入したため，100％にならない場合がある．

いつも
実践して

いる項目番号

全く実践して
いない

あまり
実践して
いない

ときどき
実践している
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期の過ごし方に対する要望を聞く」と「 J11：利用者の家族に終末期の過ごし方に

対する要望を聞く」の間には，高い相関が認められたものの，要望を尋ねる対象

者が異なることから削除せず，「 J21：実習生の実習指導を行う」のみを削除する

こととした。 

 

4．生活相談員のソーシャルワークの実践状況の因子構造の検討  

生活相談員のソーシャルワークの実践状況の因子構造を検討するため，25 項目

を用いて探索的因子分析を行った。  その結果，因子の固有値は第 8 因子以降で

1.0 未満であったため，7 因子構造であると判断し（表 7）,因子負荷量 0.5 を基準

に各因子に所属する項目を選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1因子 第2因子 第3因子 第4因子 第5因子 第6因子 第7因子

J7 家族の困りごとに対して相談に応じている． 0.874 -0.144 -0.139 -0.025 0.030 0.180 -0.126

J8 家族の苦情に対する対応を行う． 0.868 -0.013 0.049 -0.059 -0.117 0.104 -0.022

J13 事業所内の利用者支援に関する職種間の意見調整を行う． 0.789 -0.045 -0.084 0.125 -0.106 -0.145 -0.074

J1 他機関からの新規利用に関する相談の窓口になっている． 0.673 0.269 0.086 -0.131 -0.048 0.073 0.351

J9 利用者・家族と緊急時の対応に関して取り決めを行う． 0.67 0.16 0.108 -0.128 0.038 0.091 0.088

J3 利用者へ通所介護計画書の説明を行う． 0.008 1.013 -0.044 -0.015 -0.052 -0.002 -0.115

J2 通所介護計画書を作成する． 0.036 0.853 -0.151 0.094 0.073 -0.106 -0.018

J4 家族へ通所介護計画書の説明を行う． -0.046 0.803 0.102 0.101 -0.082 0.069 -0.057

J20 実習生の受け入れ調整を行う． 0.056 -0.105 0.825 0.070 0.009 0.037 -0.067

J22 ボランティアの受け入れ 調整を行う． -0.013 0.049 0.697 0.157 -0.035 -0.054 -0.097

J26 調査・研究を行う． -0.082 -0.022 0.136 0.914 -0.110 0.020 0.052

J25 地域の社会資源発掘を行う． -0.116 0.076 0.129 0.847 0.022 0.022 0.123

J24 公的手続きの代行を行う． -0.087 0.069 -0.089 0.690 0.137 0.179 0.063

J18 地域ケア会議へ出席する． -0.067 -0.051 -0.018 0.002 0.986 -0.038 -0.009

J19
地域活動の一環として， 地域ケア会議以外の
施設外会議へ出席する．

-0.002 0.060 0.045 0.031 0.658 0.146 -0.016

J11 利用者の家族に終末期の過ごし方に対する要望を聞く． 0.133 -0.017 -0.024 0.169 -0.004 0.814 -0.089

J10 利用者に終末期の過ごし方に対する要望を聞く． 0.120 -0.009 0.041 0.151 0.008 0.808 -0.081

J16 利用者連絡ノートへの記録を行う． -0.052 0.064 0.098 -0.163 -0.004 0.102 -0.887

J15 利用者個別記録を行う． -0.019 0.097 0.029 -0.063 0.020 0.063 -0.782

J5 契約書・重要事項説明書の説明を行う． 0.489 0.432 0.182 -0.238 0.151 0.094 0.147

J6 利用者の成年後見制度活用に対する相談に応じている． 0.187 -0.083 -0.135 0.458 0.018 0.263 0.074

J12
居宅介護事業所以外の他事業所（訪問介護，ショートステ
イ，他デイサービスなど）と連携する．

0.310 0.184 0.057 0.206 -0.048 0.107 0.017

J14
利用者に適切なサービス提供が 出来ているか
モニタリングを行う．

0.256 0.313 -0.098 0.155 0.006 -0.130 -0.237

J17 事業所内連携会議へ出席する． 0.301 0.107 0.011 0.168 0.192 -0.265 -0.038

J23 他の職員に対するスーパーバイザーの役割を果たす． 0.493 -0.244 0.242 0.213 0.145 -0.132 -0.055

　　　　　　　　　　　　　　　　第1因子 1.000

　　　　　　　　　　　　　　　　第2因子 0.540 1.000

　　　　　　　　　　　　　　　　第3因子 0.458 0.277 1.000

　　　因子間相関行列 　  第4因子 0.501 0.236 0.309 1.000

　　　　　　　　　　　　　　　　第5因子 0.491 0.354 0.359 0.503 1.000

　　　　　　　　　　　　　　　　第6因子 0.377 0.190 0.215 0.368 0.305 1.000

　　　　　　　　　　　　　　　　第7因子 -0.058 -0.207 -0.009 -0.210 -0.084 -0.018 1.000

固有値 9.028 2.697 2.081 1.467 1.350 1.127 1.066

寄与率（％） 36.110 10.788 8.324 5.868 5.400 4.500 4.200

※推定法：WLSMV

利用者に
関する

記録の記述

              は因子負荷量0.5以上である．

表7．生活相談員のソーシャルワークの実践状況に関する項目の探索的因子分析の結果

番号 項目

抽出された因子

相談業務
通所介護
計画書の

作成と説明

ボランティア
等の

受け入れ調整

ケース・
コーズ

アドボカシー

事業所外
への

会議の出席

終末期ケア
への

要望確認
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第 1 因子は「 J1：他機関からの新規利用に関する相談の窓口になっている」「 J7：

家族の困りごとに対して相談に応じている」「 J8：家族の苦情に対する対応を行う」

「 J9：利用者・家族と緊急時の対応に関して取り決めを行う」「 J13：事業所内の

利用者支援に関する職種間の意見調整を行う」の 5 項目によって構成され，【相談

業務】と解釈した。第 2 因子は「 J2：通所介護計画書を作成する」「 J3：利用者へ

通所介護計画書の説明を行う」「 J4：家族へ通所介護計画書の説明を行う」の 3 項

目によって構成され，【通所介護計画書の作成と説明】と解釈した。第 3 因子は

「 J20：実習生の受け入れ調整を行う」「 J22：ボランティアの受け入れ調整を行う」

の 2 項目で構成され，【ボランティア等の受け入れ調整】と解釈した。第 4 因子は

「 J24：公的手続きの代行を行う」「 J25：地域の社会資源発掘を行う」「 J26：調査・

研究を行う」の 3 項目によって構成され，【ケース・コーズアドボカシー】と解釈

した。第 5 因子は「 J18：地域ケア会議へ出席する」「 J19：地域活動の一環として，

地域ケア会議以外の施設外会議へ出席する」の 2 項目によって構成され，【事業所

外への会議の出席】と解釈した。第 6 因子は「 J10：利用者に終末期の過ごし方に  

対する要望を聞く」「 J11：利用者の家族に終末期の過ごし方に対する要望を聞く」

の 2 項目によって構成され【終末期ケアの要望確認】と解釈した。第 7 因子は

「 J15：利用者個別記録を行う」「 J16：利用者連絡ノートへの記録を行う」の 2 項

目によって構成され，【利用者に関する記録の記述】と解釈した。  

次に探索的因子分析によって抽出された 7 因子による斜交モデルを設定し，構

造方程式モデリングを用いて検証的因子分析を行った (図 3)。その結果，データ

に対するモデル適合度は，χ2（ df）=198.388（ 131），CFI=0.990，RMSEA=0.041 で

あり，統計学的な許容水準を満たしていた。  
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5．生活相談員のソーシャルワークの実践状況に関連する要因の検討  

 ソーシャルワーク実践を従属変数，性別，年齢，生活相談員としての経験月数，

保有資格，介護職との兼務の有無，雇用形態，役職，勤務事業所の一日あたりの

利用定員，生活相談員数，運営主体を独立変数とした MIMIC モデルのデータに対

する適合度は，χ2（ df）=332.880（ 275），CFI=0.992，RMSEA=0.026 と統計学的な

許容水準を満たしていた（図 4）。 
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 第 1 因子の【相談業務】では，役職が有意な正の関連を示していた（ β＝ 0.202；

p＜ 0.010）。第 2 因子の【通所介護計画書の作成と説明】では有意な関連が確認さ

れた独立変数はなかった。次に，第 3 因子の【ボランティア等の受け入れ調整】

では，運営主体（ β=0.198；p＜ 0.010）と雇用形態（ β=0.216；p＜ 0.010）が有意な

正の関連を示していた。また，第 4 因子の【ケース・コーズアドボカシー】では，

介護職員との兼務の有無（ β=－ 0.136；p＜ 0.050）,利用定員数（β=－ 0.204；p＜ 0.001）

が有意な負の関連を示し ,相談員数（ β=0.175；p＜ 0.010）と役職（ β=0.161；p＜ 0.050）

が有意な正の関連を示していた。さらに，第 5 因子の【事業所外への会議の出席】

では，性別（β=0.166；p＜ 0.050），年齢（β=0.201；p＜ 0.010），役職（β=0.141；p

＜ 0.010）が有意な正の関連を示しており，第 6 因子の【終末期ケアの要望確認】

では，年齢（β=0.147；p＜ 0.05）と生活相談員としての経験月数（β=0.149；p＜ 0.050）

が有意な正の関連を示していた。最後に，第 7 因子の【利用者に関する記録の記

述】では，介護職員との兼務の有無（ β=0.156；p＜ 0.050）と生活相談員数（ β=0.139；
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p＜ 0.050）が有意な正の関連を示し，利用定員数（β=－ 0.385；p＜0.0010）は有意

な負の関連を示していた。なお，設定した独立変数の中で従属変数と有意な関連

が確認されなかったものは，保有資格のみであった．また ,各因子に対する独立変

数の寄与率は ,【相談業務】が 13.3％，【通所介護計画書の作成と説明】が 10.1％，

【ボランティア等の受け入れ調整】が 19.9％，【ケース・コーズアドボカシー】が

16.9％，【事業所外への会議の出席】が 10.8％，【終末期ケアの要望確認】が 8.3％，

【利用者に関する記録の記述】が 20.6％であった。 

 

第 4 節  考察 

 

1．通所介護事業所の生活相談員のソーシャルワークに関する実践状況について  

通所介護事業所の生活相談員のソーシャルワーク実践状況の回答のうち「いつ

も実践している」「ときどき実践している」の回答が 9 割を超えていた項目に着目

すると ,【相談業務】に所属するものが多かった。先行研究では，高齢者福祉施設

に従事する生活相談員の中核業務は相談援助業務と連絡調整業務であるとされて

いる（西川 2010，東京都社会福祉協議会編 2012）。また上田ら（ 2012）は，特別

養護老人ホームの生活相談員が行うソーシャルワーク実践の中で「入所入院対応

実践」「苦情等相談対応実践」「連携調整実践」が高かったことを報告しており，

【相談業務】は高齢者福祉施設において多くの生活相談員が実践していると考え

られる。【ケース・コーズアドボカシー】に所属する項目は「全く実践していない」

「あまり実践していない」の回答が多く見られた。合田ら（ 2018）の研究では，

「利用者の成年後見制度活用に対する相談に応じている」「調査・研究を行う」「地

域の社会資源発掘を行う」に関する実践を示す項目の応答確率は低値であり，関

根ら（ 2018）は「利用者の成年後見制度に対する相談及び支援」で実践度が低値

であったことから，本結果はこれらの先行研究と概ね一致していたと考える。2015

（平成 27）年度の介護報酬改定では，生活相談員の確保すべき勤務延時間数には，

「社会資源の発掘・活用のための時間」なども含めることができるとされたが，

業務量の多さや事業所によって求められる業務が実践できていないことが明らか
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となった。また「利用者の成年後見制度活用に対する相談に応じている」の項目

に関しては，利用者から通所介護事業所の生活相談員への発信が少ない可能性や

利用者からの相談を介護支援専門員等の他専門職へ依頼している可能性が推察さ

れる。前者に関しては認知症等により利用者からの SOS 発信が困難な可能性もあ

るため，今後はこれらの実態を確認することが必要である。  

 

2．生活相談員のソーシャルワークの実践状況を構成する項目の検討  

 本研究では，合田ら（ 2018）のソーシャルワーク実践の 26 項目から 1 項目を除

き，25 項目によって探索的因子分析を行った。その結果，【相談業務】【通所介護

計画書の作成と説明】【ボランティア等の受け入れ調整】【ケース・コーズアドボ

カシー】【事業所外への会議の出席】【終末期ケアの要望確認】【利用者に関する記

録の記述】の 7 因子構造であることが確認できた。大田区通所介護事業者連絡会

（ 2015）は，生活相談員の専従業務として，「通所介護計画書作成」「サービス担

当者会議」「相談援助」「ボランティア受け入れ」「記録」等の 11 の業務を挙げて

いる。これは，現場で働く生活相談員に向けて作成されているものであるが，本

調査で抽出された因子である【相談業務】【通所介護計画書の作成と説明】【ボラ

ンティア等の受け入れ調整】【ケース・コーズアドボカシー】【事業所外への会議

の出席】【利用者に関する記録の記述】を含んでいたことから，本調査の結果は先

行研究を概ね支持していたと考える。一方，【終末期ケアの要望確認】は前述の先

行研究に含まれていなかった。近年高齢者の医療・ケアにおいてアドバンス・ケ

ア・プランニングの重要性が高まっており，厚生労働省は ,2018（平成 30）年「人

生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」

（ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000197721.pdf

（ 2019 年 12 月 15 日アクセス））を策定した。ガイドラインでは，病院だけでな

く介護施設・在宅の現場も想定されており，基本的な考え方として，担当の医師

のほか，看護師やソーシャルワーカー，介護支援専門員等の介護関連従事者など

の医療・ケアチームで本人・家族等を支える体制を作ることが必要と述べられて

いる。通所介護事業所の利用者の生活基盤は在宅であり，訪問看護等の複数のサ
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ービスを利用していることも多い。このような状況で，通所介護事業所の生活相

談員が多職種の専門職とチームアプローチを推進していくうえで，介護支援専門

員との連携は重要であるといえる。白澤（ 2019）は「チームアプローチを進める

ために，ケアマネジメントが導入されることになった。そのため，ケアマネジャ

ーはオーケストラの指揮者にたとえられることがあるが，サービスや支援を提供

するすべての人が演奏者である」と述べている。また前述の「人生の最終段階に

おける医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」によると，医療・ケア

の方針決定について，時間の経過，心身の状態の変化，医学的評価の変更等に応

じて本人の意思が変化しうるものであることから，医療・ケアチームにより，適

切な情報の提供と説明がなされ，本人が自らの意思をその都度示し，伝えること

ができるような支援が行われることが必要であると示されており，  変化する利

用者の思いへの対応が求められている。通所介護事業所の生活相談員は介護支援

専門員に比べ，利用者と会う機会が多く，より利用者に近い距離でサービスを提

供している。さまざまな要因によって変化する利用者の終末期ケアへの要望につ

いて身近な存在としての生活相談員が汲み取り，介護支援専門員と連携し ,介護

支援専門員が関連機関へ情報を共有することで，より本人の意思に沿った援助が

可能になると考える。  

 

3．通所介護事業所の生活相談員によるソーシャルワークの実践状況と属性との

関連性 

 ソーシャルワーク実践の【相談業務】では，役職との間に有意な正の関連が示

され，役職のうち管理者である方がそれ以外よりも相談業務を実践していると認

識していた。通所介護事業所は，事業所により利用者人数や生活相談員数が異な

っており，本調査においても勤務事業所の一日あたりの利用定員は 6 名から 76

名，生活相談員数も 1 名から 9 名と事業所によって人数に幅がみられた。また管

理者は，専らその職務に従事する常勤が原則とされているが，自治体により社会

福祉主事任用資格や社会福祉事業での経験を問う場合もある。一方で管理者の兼

務については，当該事業所のその他の職務を認めており，生活相談員を兼務する
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場合も少なくない。そのため，管理者がソーシャルワーク実践を行う機会が多く，

それらゆえに管理者が管理者以外の役職に比べて【相談業務】の実践をしている

と認識していたと考える。一方，【相談業務】に対する管理者の有無とパス係数は

0.202 と低値であった。前述の通り，通所介護事業所は，自治体により管理者や生

活相談員の資格の内容や兼務の状況が異なることから，今後は他の地域も対象に

確認していく必要があると考える。 

 【ボランティア等の受け入れ調整】では，雇用形態との間に有意な正の関連が

確認され，雇用形態が正規職員の方が非正規職員よりも【ボランティア等の受け

入れ調整】を実施していると認識していた。2013（平成 25）年の介護労働実態調

査による就業形態別の調査によると，介護老人福祉施設では正規職員 76.5％，非

正規職員 20.8％，通所介護事業所では正規職員 63.3％，非正規職員 34.3％であり，

入所施設に比べて通所介護事業所では非正規職員の割合が高くなっている。一方

で，通所介護事業所の生活相談員は正規職員が多いとの報告もある（大田区通所

介護事業者連絡会 2015）。本調査においては正規職員 286 人（ 92.6％），非正規職

員 14 人（ 4.5％）と非正規職員は非常に少ない結果であった。 

 また，通所介護事業所の人員配置基準において生活相談員は「提供日ごとに当

該通所介護を提供している時間帯に，生活相談員が勤務している時間数の合計数

を通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が 1 以上確保」（指定

居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準第 93 条）となってお

り，非正規職員のみであることは僅少と考えられる。このことから，生活相談員

の正規職員はサービス提供日に常に勤務している場合が多いと考えられ，ボラン

ティアや実習生といった専門職以外の人の指導に対応しやすい勤務体制にあるこ

とから，【ボランティア等の受け入れ調整】の実践をしていると認識していたと考

える．ただし，パス係数は 0.216 と低値であったことから後続調査での確認が必

要である。 

 また，【ボランティア等の受け入れ調整】では，運営主体との間に有意な正の関

連が確認され，運営主体が非営利法人の方が営利法人よりも【ボランティア等の

受け入れ調整】を実施していると認識していた。社会福祉法人等の非営利法人は，
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公益性が極めて高く透明性が確保されるなどを設置の要件として税制上の優遇を

受けている。その法人特性から営利法人に比べてボランティアや実習生の受け入

れを多く行っていると認識していたと考える。  

2016（平成 28）年介護サービス施設・事業所調査の概況における居宅サービス

事業所の営利法人構成割合をみると，訪問介護 65.5％，通所介護 47.3％，通所リ

ハビリテーション 0.1％，短期入所生活介護 10.4％であり，通所介護事業所は介

護保険サービスの中でも営利法人が比較的多いサービス形態であるといえる。ま

た，本調査における営利法人割合（ 47.2％）とほぼ同値を示している。2015（平成

27）年度介護報酬改定では，生活相談員の専従要件が緩和され，医療機関や他の

介護事業所，地域の住民活動などと連携し，通所介護事業所を利用しない日にお

いても，地域連携の拠点としての機能を果たすことが期待されている（日総研グ

ループ『通所介護＆リハ』企画チーム編  2015）。このたびの結果では有意であっ

たものの，パス係数の値から非営利法人との差も大きくないことが予想され，今

後は経時的な調査により非営利法人と営利法人の実践状況を確認することが求め

られる。 

 【ケース・コーズアドボカシー】では，「介護職員との兼務」の有無との間に有

意な負の関連が，そして役職との間に有意な正の関連が確認された．つまり，介

護職員と兼務をしていない人の方が【ケース・コーズアドボカシー】を実践して

いると認識しており，役職のうち管理者である方がそれ以外よりも【ケース・コ

ーズアドボカシー】を実践していると認識していた。また，有意な関連が確認さ

れた法人属性では，利用定員数との間に負の関連が ,相談員数との間に正の関連

が確認され，利用定員数が少ないほど【ケース・コーズアドボカシー】を実践し

ていると認識しており，また相談員数が多いほど【ケース・コーズアドボカシー】

を実践していると認識していた。ケース・コーズアドボカシーは事業所内の直接

的な援助のみならず，事業所外にも発信される実践である。そのため，介護職員

との兼務がなく生活相談員数が多いなど，ソーシャルワーク実践以外の時間的拘

束の有無が，【ケース・コーズアドボカシー】の実践をしているという認識につな

がったと考える。一方，【ケース・コーズアドボカシー】と各独立変数からのパス
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係数は低値であり，【ケース・コーズアドボカシー】を構成する 3 項目の回答も，

実践していると回答したのはいずれも 20％未満と低値であった。このように【ケ

ース・コーズアドボカシー】は未だ実践度の低いソーシャルワーク実践であると

推察される。今後は生活相談員のケース・コーズアドボカシーの実践状況に関す

る後続調査や実践を行っている事業所への質的調査が課題である。 

 【事業所外への会議の出席】では，性別，年齢，役職との間に有意な正の関連

が確認され，性別のうち女性の方が事業所外への会議の出席を実践していると認

識しており，年齢が高いほど実践していると認識し，役職のうち管理者である方

がそれ以外よりも実践していると認識していた。通所介護事業所が参加する事業

所外の会議として地域ケア会議が想定される。白澤（ 2018）は，地域ケア会議は，

支援困難事例を検討する「地域ケア個別会議」と，地域の課題を抽出し，その解

決を検討する「地域ケア推進会議」に分けられ，地域ケア個別会議では支援困難

事例を検討し，問題解決を図っていくが，そうした支援困難事例を累積すること

で地域の課題を明らかにしたうえで，地域ケア推進会議で地域の課題を検討し，

その課題解決を図っていくと説いている。つまり地域ケア会議では，当該事業所

の利用者に関する内容のみならず，地域課題や地域づくり等の幅広い内容が検討

されることとなるため，地域における通所介護事業所の役割や考えを発信するこ

とが求められる。これらのことから，【事業所外への会議の出席】は，生活相談員

の中でも管理者や年齢を重ね，様々な人生経験を積んでいる人の方が多く実践し

ていると認識しているのではないかと推察する。ただし，各独立変数からのパス

係数は低値であったことから後続調査での確認が必要である。  

【終末期ケアの要望確認】では，年齢，生活相談員としての経験月数との間に

有意な正の関連が確認され，年齢が高いほど，また生活相談員としての経験月数

が長いほど終末期ケアの要望確認を実践していると認識していた。2015（平成 27）

年度介護報酬改定では，地域包括ケアシステム構築に向け，医療ニーズの高い在

宅中重度者・認知症高齢者への対応が図られ「中重度者ケア体制加算」「認知症加

算」が新設された．このように通所介護においても，医療依存度の高い利用者へ

の対応のできる事業所が求められている（日総研グループ『通所介護＆リハ』企
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画チーム編 2015）。 

一方で合田ら（ 2018）は，通所介護事業所のソーシャルワーク実践において終

末期援助の実践に関する項目のみが低値であったことを報告している。本調査に

おいても「終末期の過ごし方に対する要望を聞く」の項目については，利用者，

家族どちらに対しても，「全く実践していない」「あまり実践していない」と回答

したものが 6 割を超えていた。これらのことから，通所介護事業所では医療度が

高くなると推測される終末期援助を必要とする利用者への対応が可能な事業所と

困難な事業所に分かれると考えられ，「終末期ケアの要望確認」は通所介護事業所

の生活相談員が行うソーシャルワークの中でも実践上の課題が多い業務といえる。 

本調査では，【終末期ケアの要望確認】は，年齢が高いほど，そして生活相談員と

しての経験月数が長い人の方が実践していると認識していたが，パス係数の値は

低値であったことから，終末期への対応については，生活相談員自身の生活体験

やこれまでの実践をもとに経験的に対応していることが否めない。通所介護事業

所では重度の要介護者，医療依存度の高い人の積極的受入が求められていること

から，今後は【終末期ケアの要望確認】を実践している生活相談員の実態を質的

に明らかにし，経験の浅い生活相談員が利用者ニーズに対応できるような仕組み

が求められる。 

【利用者に関する記録の記述】では，介護職員との兼務の有無との間に有意な

正の関連が確認され，介護職員との兼務をしている人の方が利用者に関する記録

の記述を実践していると認識していた。利用者に関する記録は事業所内の様々な

専門職が行い，情報を共有することが求められている。そのため，介護職員と兼

務をしている生活相談員は，ケアワークを通してより多くの場面で利用者と関わ

りを持つことから，情報量が増え，記録の実践をしていると認識している割合が

高かったといえる。しかしながらパス係数は低値であったことから介護職員との

兼務による業務増大により実践できない人がいることも否めない。今後はこの点

についても詳細に確認する必要がある。  

【利用者に関する記録の記述】では， 1 日あたりの利用定員数との間に有意な

負の関連が確認され，利用定員数が少ないほど利用者に関する記録の記述の実践
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をしていると認識していた。また，生活相談員数との間に有意な正の関連が確認

され，生活相談員が多いほど利用者に関する記録の記述の実践をしていると認識

していた．通所介護事業所は事業所により，利用者数や利用者それぞれの利用時

間，利用日が異なる。利用者の個人記録には一日を通じて提供した具体的なサー

ビス内容，利用者の状態の変化，通所介護計画書に沿ったケアの実施状況，利用

者，家族や他機関との情報交換などの記載が必要である（大田区通所介護事業者

連絡会 2015）とされているが，さまざまな業務を行っている生活相談員は日中記

録に費やすことが出来る時間は限られ，業務終了後に記録していることが多いと

考えられる。一方で，利用者と事業所が情報交換を行う利用者連絡ノートは，利

用者が帰宅するまでに記入することが求められる。それゆえ，利用者数や生活相

談員数が実践しているとの認識に関連が認められたと推察する。  

最後に ,通所介護事業所の生活相談員は基礎資格や基礎教育が多様であること

から，保有資格によってソーシャルワークの実践状況に違いがあると推測したが，

有意な関連は確認されなかった。西川（ 2012）は，通所介護事業所に勤務する生

活相談員を対象に質問紙調査を行い，相談系有資格者と非相談系有資格者の業務

理解度について比較したところ「地域との連携」においてのみ相談系有資格者が

非相談系有資格者に比して理解度が高かったと報告している。本調査は，ソーシ

ャルワークの実践状況について自記式調査という主観的評価に基づいた調査方法

を採用しているため，自己評価と他者評価が必ずしも一致しているとは限らず，

相談系有資格者である「社会福祉士」との有意な関連が認められなかったと考え

る。今後は保有資格とソーシャルワークの実践状況の質との関連を明らかにする

ため，保有資格に視点をおいたソーシャルワーク実践に関する質的研究が求めら

れる。 

個人属性，法人属性ともに有意な関連が確認されなかったソーシャルワーク実

践は，【通所介護計画書の作成と説明】であった。指定居宅サービス等の事業の人

員，設備及び運営に関する基準第九十八条には，「指定通所介護の提供に当たって

は，次条第一項に規定する通所介護計画に基づき，利用者の機能訓練及びその者

が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。」と規定されており，通所
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介護事業所には通所介護計画書の作成が義務付けられている。通所介護計画書原

案の作成に当たっては「サービス担当者会議の内容，ケアプラン，アセスメント

を参考に作成し，管理者の承認を経て，利用者・家族に説明し，同意を得て成案

になる（大田区通所介護事業者連絡会 2015）とされている。また，通所介護計画

書の作成に当たっては，「管理者は，通所介護計画の作成に当たっては，その内容

について利用者又はその家族に対して説明し，利用者の同意を得なければならな

い。（指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準）」とされて

いる一方，「介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある者や，介護の提供に

ついて豊富な知識及び経験を有する者にそのとりまとめを行わせるものとし，当

該事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合は，その者に当該計画の

とりまとめを行わせることが望ましい」「サービスの提供に関わる従業者が共同

して個々の利用者ごとに作成するものである」（指定居宅サービス等の事業の人

員，設備及び運営に関する基準について）とされている。本調査においても，通

所介護計画書の作成，利用者や家族への説明をしていると回答した生活相談員は

9 割を超えており，多くの生活相談員が通所介護計画書を作成・説明をしている

と認識していた。通所介護計画書は居宅介護計画書と異なり国が示す標準の書式

がないため，事業所により書式が異なっている。今後通所介護計画書の書式やそ

の作成方法については，円滑に連携しているモデルケースを対象とした検討が必

要である。 

 

第 5 節  本章の結論  

 

本章では，通所介護事業所の生活相談員が行っているソーシャルワーク実践状

況とその関連要因を探索することをねらいとした。その結果，ソーシャルワーク

実践は，第 1 因子の【相談業務】，第 2 因子の【通所介護計画書の作成と説明】，

第 3 因子の【ボランティア等の受け入れ調整】，第 4 因子の【ケース・コーズアド

ボカシー】，第 5 因子の【事業所外への会議の出席】，第 6 因子の【終末期ケアの

要望確認】，第 7 因子の【利用者に関する記録の記述】の全 7 因子から構成される



45 
 

ことが明らかになった。また，【通所介護計画書の作成と説明】以外の 6 因子は性

別，年齢，生活相談員としての経験月数，介護職員との兼務の有無，役職，勤務

事業所の利用定員，生活相談員数，運営主体との関連が確認された。  
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第 5 章  結論 

 

第 1 節  本研究のまとめと研究の意義  

 本研究は，通所介護事業所の利用者ニーズに有用なソーシャルワーク実践のた

めの示唆を得ることを目指し，通所介護事業所に従事する生活相談員に焦点を当

て，彼らの実践するソーシャルワーク実践を類型化することで実態を明らかにし，

そのソーシャルワーク実践に関連する要因を実証的に検討した。  

 通所介護事業所の生活相談員の業務内容を対象とした研究は散見されるが，生

活相談員の業務の中でも特にソーシャルワーク実践に着目した研究は僅少であっ

た。本研究の新規性と独創性は，先行研究によってほとんど明らかにされてこな

かった通所介護事業所の生活相談員のソーシャルワーク実践に着目し，生活相談

員の実践するソーシャルワーク実践の実態を明らかにした上で，ソーシャルワー

ク実践を構成する 7 因子とその関連要因について，科学的手法を用いて明らかに

した点である。本研究の成果は通所介護事業所の多様な利用者ニーズに生活相談

員が対応していくためのソーシャルワーク実践力向上に有用な資料を提示し得る

ものと考える。  

序章において，以下の研究目的を設定した。  

 

目的 1：通所介護事業所に従事する生活相談員のソーシャルワーク実践状況を表

す項目について検討すること（第 2 章） 

目的 2：通所介護事業所の生活相談員を対象にソーシャルワーク実践の実態を明

らかにすること（第 3 章）。 

目的 3：通所介護事業所の生活相談員を対象にソーシャルワークの実践状況とそ

の関連要因を探索すること（第 4 章） 

 

 本研究では，各章の研究目的に従って必要な手続きを行い，新たな知見と考察

を提示した。その概要は，次のとおりである。  

 第 2 章では，生活相談員のソーシャルワーク実践の構造が明らかになった。 
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 第 3 章では，通所介護事業所の生活相談員を対象に生活相談員が実践している

と認識しているソーシャルワーク実践を類型化し実態を把握するため，潜在クラ

ス分析を行った。結果，通所介護事業所の生活相談員は 4 つのクラスに分類化さ

れ，最もソーシャルワーク実践を行っていると考えられるクラスの構成割合は

25.2％であった。  

 第 4 章では，通所介護事業所の生活相談員が行っているソーシャルワーク実践

状況とその関連要因を探索することとした。まず，通所介護事業所の生活相談員

のソーシャルワークの実践状況を構成する因子を検討するため，探索的因子分析，

検証的因子分析を行い，次にソーシャルワークの実践状況と，性別，年齢，生活

相談員としての経験月数，保有資格，介護職員との兼務の有無，雇用形態，役職，

勤務事業所の一日あたりの利用定員，生活相談員数，運営主体との関連を検討し

た。結果，ソーシャルワーク実践は，第 1 因子の【相談業務】，第 2 因子の【通所

介護計画書の作成と説明】，第 3 因子の【ボランティア等の受け入れ調整】，第 4

因子の【ケース・コーズアドボカシー】，第 5 因子の【事業所外への会議の出席】，

第 6 因子の【終末期ケアの要望確認】，第 7 因子の【利用者に関する記録の記述】

の全 7 因子から構成され，【通所介護計画書の作成と説明】以外の 6 因子は性別，

年齢，生活相談員としての経験月数，介護職員との兼務の有無，役職，勤務事業

所の利用定員，生活相談員数，運営主体と関連を示していたことが明らかとなっ

た。 

 

第 2 節  臨床評価と介入の可能性  

 本節では，第 2 章，第 3 章および第 4 章で得られた知見と考察をもとに，今後

ますます複雑化すると考えられる利用者ニーズに対応していくことが求められる

通所介護事業所の生活相談のソーシャルワーク実践力向上に関する臨床応用の可

能性について言及する。  

 

1．通所介護事業所のソーシャルワーク実践の特徴に着目した臨床応用の可能性  

 第 3 章では，通所介護事業所の生活相談員を対象に生活相談員が実践している
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と認識しているソーシャルワーク実践に関する特徴を明らかにした。潜在クラス

分析で類型化を行った結果，最もソーシャルワーク実践を行っている傾向の認め

られたクラス 1，ケースワークや連絡・調整に関する実践は行っているが，地域

ケア会議や施設外会議への出席，実習生・ボランティアの調整等実践は低値であ

った傾向の認められたクラス 2，すべてのソーシャルワーク実践項目で全体平均

よりも低値な傾向の認められたクラス 3，クラス 2 の実践状況と近い状況を示し

たが，加えて終末期援助に関する項目も低値な傾向の認められたクラス４となっ

た。最もソーシャルワーク実践を行っているクラスは約 25％であり，そのほかの

約 75％がソーシャルワーク実践に何らかの課題を有している可能性が推測され

た。 

 通所介護事業所の生活相談員の社会福祉士保有率はほかの高齢者支援施設の生

活相談員と比較して低いことが指摘されている（合田ら 2017）。その為，社会福

祉士会への加入者も多くないことが推測され，各段階によるソーシャルワークの

研修を受ける機会が少ない生活相談員が多いこと予想される。また，通所介護事

業所の職業団体としては，社団法人全国老人福祉施設協議会の中のデイサービス

部会や岡山県通所介護事業所協議会といった団体が活動しているが，設置主体が

多岐にわたるという特徴を有する通所介護事業所では，それぞれの団体への加入

状況にはばらつきがみられると推察する。さらに，このような団体で生活相談員

のソーシャルワーク実践に焦点化した研修は少なく，社会福祉士の保有率の低さ

を鑑みればソーシャルワーク実践に関する研修を受ける機会が非常に限られてい

ると考えられる。  

 本調査において，勤務事業所における生活相談員数の回答は 1～9 人と幅があ

った。つまり，勤務している事業所に生活相談員が 1 名しかいない場合もあると

いう事である。この場合には特に事業所内でスーパービジョンを受ける機会が極

めて少ないといえる。  

以上の点から，課題を有するクラスが最もソーシャルワーク実践を行っている

クラスに近づくためには，設置主体に関わらず多くの生活相談員が加入できる職

能団体を拡充し，通所介護事業所同士の横の連携を図っていくことで事業所の枠
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を越えたスーパービジョンの機会を増やすことや，生活相談員のソーシャルワー

ク実践に焦点化した研修を実施していくことが必要であると考える。  

  

2．ソーシャルワーク実践の関連要因に着目した臨床応用の可能性  

1）通所介護事業所の生活相談員（属性）に着目した臨床応用の可能性  

第 4 章で明らかとなったとおり，ソーシャルワーク実践を構成する 7 因子のう

ち【終末期ケアの要望確認】は実践度が低かったものの，先行研究に当てはまる

ものがなく新規性のある実践項目であった。この【終末期ケアの要望確認】に関

連する要因として確認されたのは年齢，生活相談員としての経験月数であり，年

齢が高いほど，また生活相談員としての経験月数が長いほど終末期ケアの要望確

認を実践していると認識していた。この関連要因から，現在【終末期ケアの要望

確認】は，生活経験や生活相談員としての経験に基づき，担当生活相談員の潜在

的能力に依存する形で行われている可能性が示唆される。【終末期ケアの要望確

認】は，実践していると認識している割合が 4 割程度であったが，通所介護事業

所では今後さらに重度の要介護者の受け入れニーズが増すことが考えられ，それ

に伴い終末期ケアに関するソーシャルワーク実践も増加するのではないかと考え

る。そういった利用者ニーズに対応し，地域で利用者の生活を最期まで支えるた

めには，まず【終末期ケアの要望確認】の実態について，インタビュー調査等に

より現状や実践上の課題をより詳細に明らかにする必要があると考える。また，

通所介護事業所が利用者を地域で支えるチームの一つとして，通所介護事業所の

生活相談員はアドバンス・ケア・プランニングやエンドオブ・ライフケアの考え

方を理解し，利用者支援に応用していくことが重要である。そのためには， 現在

【終末期ケアの要望確認】についてのソーシャルワーク実践が行われている事業

所の実践紹介の機会を設けることや，アドバンス・ケア・プランニングやエンド

オブ・ライフケアといった終末期ケアのあり方に重点を置いた研修をすることで，

【終末期ケアの要望確認】に対応できる生活相談員の育成が求められる。 

 

2）通所介護事業所（法人属性）に着目した臨床応用の可能性  
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 法人属性の中で，ソーシャルワーク実践への関連が複数確認された要因は，一

日あたりの利用定員と生活相談員数であり，【ケース・コーズアドボカシー】と【記

録】に関連が認められた。どちらについても一日あたりの利用定員が少なく，生

活相談員数が多いほど実践がみられた。【記録】については，現在 ICT 化が進み始

めており，今後ますます ICT が進むことによって，より効率的な記録が可能にな

ると考える。また , 記録は生活相談員のみならず介護職員等のさまざまな職種が

関わっていると考えられる。そのため，生活相談員が主となって実践すべき記録

（ソーシャルワーク記録）の検討が必要であると考える。【ケース・コーズアドボ

カシー】については実践の中心は生活相談員であると考えられる。【ケース・コー

ズアドボカシー】を構成する 3 項目について，実践していると回答したのはいず

れも 20％未満と低値であり，実践度の低いソーシャルワーク実践であると推察さ

れる。今後，通所介護事業所の生活相談員が【ケース・コーズアドボカシー】を

行う可能性を考えると，利用定員に対する適切な生活相談員数の検討が必要であ

ると考える。そのために，本研究で明らかになったソーシャルワーク実践を生活

相談員が行う場合，利用者人数に対してどのくらいの生活相談員数が必要である

かの検討が必要である。  

 

第 3 節  本研究の限界と課題  

 本研究で調査を実施した対象地域は，四国地方 4 県，中国地方 3 県である。ま

た，配付した調査票の回収率はいずれの調査においても 3 割程度であった。これ

らのことからデータに偏りが存在する可能性は否めず，一般化に限界があるとい

える。今後は調査対象地域を拡大し，結果の一般化が求められる。  

 次に，第 2 章から第 4 章のいずれの調査においても，自記式調査という主観的

評価に基づく調査方法を採用しており，客観的観点からのソーシャルワーク実践

の度合いや内容が確認できていない点である。さらに，質問項目ではソーシャル

ワーク実践の有無を問うことに限定しているため，どのようなソーシャルワーク

実践を行ったかという内容の詳細が確認できていない。特にソーシャルワーク実

践の中でも【ケース・コーズアドボカシー】と【終末期ケアの要望確認】につい
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ては実践度が低かったものの，これらは【相談業務】や【通所介護計画書の作成

と説明】を具現化する専門性の高いソーシャルワーク実践であると考えられ，よ

り詳細な実践内容の確認が求められる。これらのことから，今後インタビュー調

査等により生活相談員の実践するソーシャルワーク実践の内容を詳細に明らかに

していくことが必要であると考える。  

最後に第 1 章で述べたとおり，通所介護事業所では時代の変化に伴い制度や加

算などが都度変更になっている。本研究における調査時期は 2016 年から 2018 年

であり，2018 年度の介護報酬改正内容であり外部のリハビリテーション専門職と

の連携を評価する「生活機能向上加算」や，外部の管理栄養士の実施でも算定を

認めるとした「栄養改善の取り組みの推進」，「共生型通所介護」の創設等が生活

相談員業務として反映されていない可能性が考えられる。そのため，このような

改正を経て通所介護事業所の生活相談員の担うソーシャルワーク実践に変化が認

められたかを経時的に追う調査が必要であると考える。  
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